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第 ６ 回  熊本県議会  農林水産常任委員会会議記録 

 

令和７年３月14日(金曜日) 

            午前９時58分開議 

            午後０時23分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第36号 令和７年度熊本県一般会計予

  算 

 議案第45号 令和７年度熊本県林業改善資

  金特別会計予算 

 議案第46号 令和７年度熊本県沿岸漁業改

  善資金特別会計予算 

 議案第75号 熊本県林業研究・研修センタ 

  ー条例の一部を改正する条例の制定につ 

  いて 

 議案第76号 熊本県阿蘇みんなの森条例の 

  一部を改正する条例の制定について 

 閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

  いて 

 報告事項 

  ①「熊本県食料・農業・農村基本計

画」、「熊本県森林・林業・木材産業基

本計画」及び「熊本県水産基本計画」

の改定について 

  ②営農継続に向けた取組みについて 

  ③新規就農者の状況について 

 令和６年度農林水産常任委員会における取

  組の成果について 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(７人) 

        委 員 長 吉 田 孝 平 

        副委員長 前 田 敬 介 

        委  員 前 川   收 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 緒 方 勇 二 

委  員 亀 田 英 雄  

委  員 斎 藤 陽 子 

欠 席 委 員(１人)     増 永 慎一郎 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 農林水産部 

         部 長 千 田 真 寿 

       政策審議監 磯 谷 重 和 

   食のみやこ推進局長 辻 井 翔 太 

生産経営局長 德 永 浩 美 

      農村振興局長 永 田   稔 

        森林局長 中 尾 倫 仁 

        水産局長 渡 辺 裕 倫 

    農林水産政策課長 藤 由   誠 

団体支援課長 岩 野 洋 士 

政策調整監 杉 谷 将 洋 

 流通アグリビジネス課長 林 田 慎 一 

      農業技術課長 上 村 法 光 

農産園芸課長 山 本 剛 士 

畜産課長 安 武 秀 貴 

     担い手支援課長 紙 屋 勝 良 

      農村計画課長 野 入 正 憲 

      農地整備課長 宮 川 和 幸 

     むらづくり課長 大 森 直 樹 

      技術管理課長 岩 田 長 起 

      森林整備課長 宮 脇   慈 

      林業振興課長 野 間   圭 

森林保全課長 大 和 一 浩 

      水産振興課長 那 須 博 史 

    漁港漁場整備課長 谷 水 秀 行 

農業研究センター所長 中 島   豪 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 宗 像 克 彦 

   政務調査課課長補佐 川 中 誠 一 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○吉田孝平委員長 ただいまから第６回農林

水産常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に１名の傍聴の申出がありま

したので、これを認めることといたしまし
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た。 

 それでは、本委員会に付託された議案を議

題とし、これについて審査を行います。 

 質疑については、執行部の説明終了後、一

括して受けたいと思います。 

 執行部の説明は、効率よく進めるために、

着席のまま簡潔に行ってください。 

 初めに、千田農林水産部長から総括説明を

行い、続いて、担当課長から順次説明をお願

いいたします。 

 千田農林水産部長。 

 

○千田農林水産部長 おはようございます。 

 今定例会に提案しております議案の説明に

先立ち、昨今の農林畜水産業を取り巻く情勢

について御報告させていただきます。 

 本県では、昨年12月にくまもと新時代共創

基本方針が策定され、その基本方針に基づ

き、食のみやこ熊本県の創造に向けて、稼げ

る農林畜水産業への取組を強力に推進するこ

ととしています。 

 また、国においては、昨年６月に公布され

ました食料・農業・農村基本法の基本理念で

ある食料安全保障の確保や環境と調和の取れ

た食料システムの確立などの実現に向け、現

在、農政の中長期的なビジョンとなる基本計

画の改定が進められています。 

 農林水産部におきましては、これらと期を

同じくして、農、林、水の各分野の基本計画

の改定を進めています。３つの計画全てにお

いて、食のみやこ熊本県の要となる担い手の

確保・育成対策及び農林畜水産物のさらなる

高付加価値化を主要な取組として位置づける

とともに、農業分野では改正基本法の趣旨を

踏まえた食料安全保障などの取組を、林業分

野では再造林への誘導や花粉の少ない苗木生

産を、水産業分野では赤潮の対応を重点化し

た改定を進めております。 

 あわせまして、日本の食を支える本県のポ

テンシャルを最大限に発揮できるよう、関係

者が一丸となって農林畜水産物の高付加価値

化や販路拡大を推進していくための道しるべ

となる食のみやこ熊本県創造推進ビジョンの

策定も進めています。 

 いずれも本年６月頃の策定を目指してお

り、農林畜水産業のさらなる発展に向け取り

組んでまいります。 

 続きまして、今回提案しております議案等

の概要を説明させていただきます。後議分と

して、予算関係３件、条例等関係２件を提案

しております。 

 令和７年度当初予算は、木村県政として初

となる本格的な当初予算となります。昨年12

月に策定されましたくまもと新時代共創基本

方針に沿った取組をはじめ、各災害からの創

造的復興への取組を最優先事項として編成し

ています。 

 これにより、農林畜水産業の持続的な発展

に必要な経費として、一般会計と特別会計を

合わせて、総額743億円余を計上しておりま

す。 

 それでは、主な取組について、その概要を

御説明いたします。 

 まず、くまもと新時代共創基本方針に沿っ

た取組についてです。 

 知事が掲げる食のみやこ熊本県の創造を推

進するに当たり、その要となる農林畜水産業

の担い手の確保、育成への取組を強化しま

す。 

 親元就農をはじめ農業を志す全ての人が安

心して就農し経営発展できる支援体系の構

築、農業大学校や林業大学校における実践教

育の強化、高等学校と連携した次世代の水産

業を担う人材確保に向けた取組などを進めて

まいります。 

 さらに、農業分野を中心とした外国人材育

成のためのスキルアップ支援など、外国人材

に選ばれるくまもとを目指した取組について

もしっかりと進めてまいります。 

 次に、もう一つの要である生産性向上、高
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付加価値化の実現に向けた取組として、生産

者と食関連企業等が一体となったコンソーシ

アムの組織化や農林畜水産物の六次産業化に

よるさらなる高付加価値化、商工労働部と連

携した県産品の魅力発信などを進めてまいり

ます。 

 また、生産現場の省力化、生産向上に向け

た取組として、ＤＸ技術を活用した農林畜水

産業のスマート化やＧＩＳを活用した農地情

報等の見える化などを進めてまいります。 

 次に、農山漁村の維持、発展です。 

 元気な中山間地域を次世代に継承するため

の農村ＲＭＯの形成や市町村など関係者と連

携した鳥獣被害防止対策、民有林における再

造林等森林整備を進めてまいります。 

 また、温暖化に対応した園芸生産施設整備

への支援や近年激甚化している気象災害に強

い森づくり、有害赤潮プランクトンの発生抑

制技術開発試験等の実施による赤潮に強い養

殖業の確立と赤潮被害に対するセーフティー

ネットの強化、漁港施設の長寿命化など、環

境の変化に強い農林畜水産業の構築に向けた

取組も進めてまいります。 

 熊本地震や令和２年７月豪雨からの創造的

復興については、熊本地震関連事業の総仕上

げとなる大切畑ダムの令和８年度供用開始に

向けた取組を着実に進めていくとともに、令

和２年７月豪雨関連事業についても、農地や

林道、崩壊した山腹などの農林水産関連施設

等の早期復旧に向けて、最優先事項として取

り組んでまいります。 

 最後に、半導体関連産業の集積地域におけ

る営農継続に向けた取組については、農家の

ニーズに応じた代替農地の基盤整備に係る可

能性の調査や耕畜連携による国産飼料の確

保、新たな堆肥の広域流通を進めるための実

証等に要する経費を計上しており、引き続

き、生産者に寄り添った取組を進めてまいり

ます。 

 次に、条例等関係では、熊本県林業研究・

研修センター条例の一部を改正する条例外１

件を提案しております。 

 以上が今回提案しております議案等の概要

です。 

 加えまして、その他報告事項として、冒頭

で申し上げました熊本県農林水産各基本計画

の改定のほか２点を御報告させていただきま

す。 

 詳細につきましては、この後それぞれ担当

課長から説明させますので、御審議のほどど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

 

○藤由農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 農林水産常任委員会説明資料の予算関係及

び条例等関係について説明させていただきま

す。 

 資料の３ページをお願いいたします。 

 令和７年度当初予算総括表でございます。 

 表の左から２番目の欄になりますが、令和

７年度当初予算額(A)の欄の一番下、合計欄

を御覧ください。 

 農林水産部の令和７年度当初予算額の合計

額は743億3,700万円余で、その右隣の欄、令

和６年度当初予算額の欄になります。こちら

は、さらに下の米印にありますとおり、知事

選後の肉づけ予算となりました６月補正の予

算分を加えております。この額と比較いたし

まして、10億6,000万円余の減となっており

ます。 

 比較増減の大きな額としましては、ページ

の中ほどより少し上の農産園芸課に関しまし

て、17億円余の減となっておりますが、これ

は主に、令和７年度の事業におきまして、農

業用機械や施設の導入を支援する国の新たな

支援事業、それから、産地パワーアップ事業

などにつきまして前倒しをしまして、令和６

年度の２月補正で措置したことなどによるも

のでございます。 

 また、中ほどより下の森林保全課が、15億
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円余の増となっておりますが、これは主に山

地災害箇所の治山事業費の増となっておりま

す。 

 以上が総括でございますが、この後、当初

予算の内容につきまして、各課から主なもの

について御説明申し上げます。 

 戻りまして、２ページをお願いいたしま

す。 

 中ほどの米印、資料凡例のとおり、各予算

の該当箇所、該当を事業の説明欄にマル新で

すとか、７月豪雨あるいは強靱化等と記載し

ております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 農林水産政策課の予算でございます。 

 ２段目の職員給与費につきましては、現在

配置しております職員数に基づき計上してお

ります。 

 以後、このような職員給与費が度々出てま

いりますが、全て同様ということでございま

すので、それぞれ各課の分も含めまして、説

明は省略をさせていただきます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 １段目の農業公園費の説明欄１、農業公園

運営事業は、指定管理者制度による農業公園

の管理運営に要する経費でございます。 

 次の２番目、農業公園施設改修につきまし

ては、保全計画に基づく施設改修に要する経

費でございます。 

 農林水産政策課は以上でございます。 

 

○岩野団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 ６ページをお願いします。 

 最下段の農業近代化資金等助成費は、説明

欄１の農業経営の近代化に必要な施設整備等

と、２の営農負債を借り換えるための資金に

対する利子補給です。 

 ７ページをお願いします。 

 １段目は、ただいまの２つの資金の利子補

給について、償還期間中の債務負担行為の設

定をお願いするものです。 

 ８ページ、上段の農畜産特別資金助成費

は、家畜農家の経営改善のための借換え資金

等に係る利子補給費助成です。 

 下段の認定農業者等育成資金助成費は、説

明欄２の認定農業者に低利の運転資金を融資

するための貸付原資について預託するものな

どです。 

 ９ページをお願いします。 

 １段目の説明欄１、２については、コロナ

禍により経営が悪化または被災された農業者

に対して、引き続き金融支援策を実施するも

のです。 

 10ページ、３段目の説明欄、収入保険普及

啓発強化事業は、継続的に収入保険への加入

を促すため、普及啓発を行う熊本県農業共済

組合へ助成を行うものです。 

 11ページをお願いします。 

 林業金融対策費について、説明欄１の(1)

から次ページの(6)までは、森林組合、椎茸

農協や樹芸農協等の多様な資金需要に対応す

るための貸付原資について預託するもので

す。 

 13ページをお願いします。 

 水産業協同組合指導費について、説明欄３

と５は、漁業共済掛金の一部の助成や加入促

進に要する経費です。 

 14ページ、上段の漁業近代化資金融通対策

費は、漁業経営の近代化を図るための資金に

係る利子補給で、併せて償還期間中の債務負

担行為の設定をお願いしています。 

 下段の金融対策費の説明欄２ついて、(1)

は、県海水養殖漁協に対して、15ページの

(2)は、県漁連に対して、事業運営に必要な

資金を融資するための貸付原資について預託

するものです。 

 下の３は、中小漁業者の経営改善のための

借換え資金に係る利子補給であり、併せて償

還期間中の債務負担行為の設定もお願いして

います。 
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 ４については、令和５年及び令和６年に赤

潮被害を受けた漁業者への融資に係る利子補

給費補助です。 

 17ページをお願いします。 

 林業改善資金特別会計です。 

 ３段目の林業・木材産業改善資金貸付金

は、林業者及び木材事業者の経営改善等を支

援するために貸し付ける無利子の資金です。 

 ５段目の木材産業等高度化推進資金貸付金

の説明欄１は、林業関係団体等が経営の合理

化等のために必要な運転資金を低利で融資す

るための貸付原資を預託するものです。 

 ２は、当該資金の貸付原資について、農林

漁業信用基金からの借入期間満了により返済

するものです。 

 19ページをお願いします。 

 沿岸漁業改善資金特別会計です。 

 ２段目の沿岸漁業改善資金貸付金は、近代

的な漁業技術の導入等に必要な資金を無利子

で貸し付けるものです。 

 団体支援課は以上です。 

 

○杉谷食のみやこ推進局付政策調整監 食の

みやこ推進局付でございます。 

 20ページをお願いします。 

 ３段目、農政企画推進費の説明欄、「食の

みやこ熊本県」創造推進事業は、ポスターや

のぼりなどのＰＲ資材の作成や県民へ食への

関心を持っていただく取組など、機運醸成等

に要する経費でございます。 

 食のみやこ推進局付は以上でございます。 

 

○林田流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課です。 

 21ページをお願いいたします。 

 一番下の段、農産物流通総合対策費の説明

欄１、食のみやこ熊本県創造コンソーシアム

推進事業は、食のみやこ熊本県の創造に取り

組む生産者や事業者、市町村などで組織する

コンソーシアムの活動や六次産業化による高

付加価値化の拠点となる施設整備等に対する

助成を行う新規事業です。 

 下のページの３、フードバレー構想推進事

業は、県南地域の活性化に向けたフードバレ

ー構想の推進に要する経費であり、新商品開

発支援や異業種交流会の開催などに要する経

費です。 

 ５、地域未来モデル事業は、農林水産分野

における企業等の先進的な設備投資に対する

助成や県南フードバレー構想推進のための産

品の販路開拓や人材育成、ＥＣサイトの運用

等に要する経費です。 

 ６、６次産業化総合支援強化事業は、六次

産業化による新商品開発や販売促進等に必要

な加工施設整備等の体制強化を支援してまい

ります。 

 23ページをお願いいたします。 

 説明欄８、農業参入受入体制整備事業は、

企業の農業参入に係る市町村の受入れ体制を

整備するためのセミナーの開催や市町村の受

入れ計画等の作成などを支援するための経費

です。 

 下のページの１段目、ブランド確立・販路

対策費の説明欄１、くまもと地産地消革新プ

ロジェクト事業は、ＳＮＳ活用による情報発

信や県民参加型のイベント等の開催など、く

まもと地産地消推進県民条例の理念に沿い地

産地消の取組を推進するものです。 

 流通アグリビジネス課は以上です。 

 

○上村農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 25ページをお願いします。 

 最下段の農業改良普及管理運営費の説明欄

１、協同農業普及事業は、各地域振興局農業

普及振興課等の運営及び普及職員の現地での

活動や能力向上研修等に要する経費でござい

ます。 

 26ページの２段目、農業改良普及推進費の

説明欄、スマート農業導入拡大支援事業は、
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スマート農業の活用を加速化するため、農業

者がスマート農業機械の利便性を体験する機

会の創出や企業とのマッチング、さらに技術

に詳しい指導者の育成に要する経費でござい

ます。 

 27ページをお願いします。 

 ２段目の農作物対策推進事業費の説明欄、

有機農業生産拡大加速化事業は、有機農業の

生産拡大に向けて、指導ツールの作成や相談

窓口を設置する経費及び先進的な取組に対す

る助成でございます。 

 最下段の土壌保全対策事業費の説明欄１、

環境保全型農業直接支払事業は、化学農薬と

化学肥料を５割以上低減する取組と併せて、

地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の

高い営農活動に取り組む農業団体等に対する

助成でございます。 

 28ページの１段目の２、地下水と土を育む

農業総合推進事業は、地下水と土を育む農業

推進条例に基づき、県民運動の展開やグリー

ン農業の推進、環境保全型農業の生産拡大へ

の支援等に要する経費でございます。 

 ３の熊本型みどりの食料システム戦略推進

事業は、循環型農業を実現するため、温室効

果ガス削減や環境負荷低減等に向けた新技術

の開発、実証普及に要する経費及び有機農業

の生産拡大に取り組む市町村等への助成でご

ざいます。 

 最下段の病害虫発生予察事業費の説明欄２

の病害虫発生予察事業費は、病害虫防除所の

運営及び病害虫の発生予察、海外から侵入す

るおそれのある病害虫の調査並びに蔓延防止

のための初動防除等に要する経費でございま

す。 

 29ページをお願いします。 

 ３段目の管理運営費の説明欄の２、施設改

修事業及び下の６、農業研究センター保全計

画関係事業は、農業研究センターの建物や設

備の維持補修等に要する経費でございます。 

 続きまして、31ページをお願いします。 

 最下段の試験研究費の説明欄の1、耕種部

門試験研究費は、作物、野菜、花卉、茶、果

樹の栽培技術等の研究に要する経費でござい

ます。 

 ２の外部資金委託研究費は、国等が募集す

る公募型の研究資金を活用した国立研究開発

法人や大学、民間企業等との共同研究に要す

る経費でございます。 

 32ページの４段目の試験研究費の説明欄、

畜産部門試験研究費は、家畜の飼養管理や飼

料栽培、草地管理等の研究に要する経費でご

ざいます。 

 説明は以上でございます。 

 

○山本農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 33ページをお願いします。 

 上から５段目の農作物対策推進事業費の説

明欄１の経営所得安定対策等推進事業は、経

営所得安定対策に係る市町村等が行う農業者

への制度周知などに対する助成です。 

 ２のくまもと茶ビジネス確立支援事業は、

茶の生産から流通販売の各段階の取組に対す

る助成です。 

 下のページ、２段目の米麦等品質改善対策

事業費の説明欄１から４の事業は、米、麦、

大豆の種子の生産振興、検査、販売促進に係

る事業です。 

 ３段目の畑作振興対策費の説明欄、地域特

産物産地づくり支援対策事業は、茶、葉たば

こなどの産地づくりに必要な関係団体の活動

に対する助成です。 

 35ページをお願いします。 

 １段目、い業振興対策費の説明欄１から３

の事業は、イグサ畳表の振興を図るため、価

格安定対策の実施に必要な経費、生産から消

費に係る総合的なソフト対策及び機械導入等

のハード対策に対する助成です。 

 ２段目の野菜振興対策費の説明欄１、くま

もとメロン栽培技術ＤＸ推進事業は、メロン
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の栽培技術継承のため、最適な栽培管理など

のデータ化、マニュアル化を行う事業です。 

 ２の野菜価格安定対策事業は、市場価格が

下落した場合に補塡金を交付する野菜価格安

定制度の資金造成です。 

 下のページ、６の未来につながる「ゆうべ

に」産地強化対策事業は、県育成イチゴ品種

「ゆうべに」の栽培技術継承及び販売促進に

係る事業です。 

 ７のくまもと露地野菜シェア拡大支援事業

は、国の事業で、バレイショなどの生産拡大

などに必要な省力作業機械の導入等に対する

助成です。 

 37ページをお願いします。 

 １段目、債務負担行為の設定は、先ほど御

説明しました野菜価格安定対策事業の支払い

保証に必要な債務負担行為を設定するもので

す。 

 ２段目、花き振興対策費の説明欄２、くま

もとの花ステップアップ事業は、生産から販

売に至るまでの取組に対する助成です。 

 ３の花き管理ＤＸ推進事業は、花卉栽培技

術継承のため、最適な栽培管理、環境等のデ

ータ化、マニュアル化を行う事業です。 

 下のページ、１段目、果樹振興対策費の説

明欄２及び３の事業は、果樹の生産性向上に

資するスマート農業技術等の導入推進を図る

事業です。 

 39ページをお願いいたします。 

 １段目の生産総合事業費の説明欄１、強い

農業づくり支援事業並びに２、産地パワーア

ップ事業は、いずれも国の事業で、生産性や

収益力向上に向けた施設や機械の導入に対す

る助成です。 

 ２段目、水田営農活性化対策費の説明欄、

水田産地化総合推進事業は、米の計画生産な

どを推進する関係機関の活動に対する助成で

す。 

 農産園芸課は以上でございます。 

 

○安武畜産課長 畜産課でございます。 

 40ページをお願いします。 

 最下段、畜産総合対策事業費、説明欄、畜

産環境対策総合支援事業は、堆肥の肥料利用

の推進に必要な堆肥舎等の施設整備に対する

助成を行うものでございます。 

 41ページをお願いします。 

 畜産生産基盤総合対策事業費の説明欄１、

家畜改良増殖総合対策事業は、種雄牛造成、

管理に要する経費及び家畜導入など生産基盤

強化対策、全国和牛能力共進会出品等の取組

に対する助成でございます。 

 ２、家畜生産基盤総合対策事業は、家畜改

良の新技術開発や畜産物の生産基盤拡大、全

日本ホルスタイン共進会出品等に要する経費

でございます。 

 42ページ、畜産経営安定対策事業費、説明

欄１、家畜畜産物価格安定対策事業は、肉用

子牛、肉豚及び鶏卵の価格安定のための基金

造成に対する助成でございます。 

 ３、畜産総合対策事業は、共同利用の家畜

飼養管理施設など、産地の基幹施設整備等に

対する助成です。 

 43ページをお願いします。 

 上段、循環型耕畜連携体制強化事業費の説

明欄３、畜産営農継続特別対策事業は、半導

体関連企業等の進出の影響を受けた地域の耕

畜連携による国産飼料の確保や家畜排せつ物

の適正処理、利用の取組に対する助成でござ

います。 

 ２段目、畜産物市場流通戦略対策事業費の

説明欄、「食のみやこ熊本県」実現に向けた

県産畜産物の魅力創造事業は、本県の和牛や

地鶏肉の新たな高付加価値化とそれに伴う販

売力強化及びブランド価値向上に向けた取組

に対する助成でございます。 

 44ページ、３段目、家畜衛生推進対策事業

費の説明欄、くまもとの畜産業を守る獣医師

獲得事業は、産業獣医師の確保に向け、修学

資金給付制度を行う畜産団体に対する給付原



第６回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（令和７年３月14日) 

 

 

 

- 8 - 

資の助成でございます。 

 45ページをお願いします。 

 説明欄３、家畜伝染病防疫対策事業は、家

畜伝染病の発生予防と蔓延防止のための各種

検査等に要する経費及び実施団体に対する助

成でございます。 

 ５、家畜伝染病まん延防止対策事業は、豚

熱及び鳥インフルエンザ発生時の初動対応及

び発生予防のための緊急的に実施する消毒薬

等の措置に要する待ち受け経費でございま

す。 

 畜産課は以上です。 

 

○紙屋担い手支援課長 担い手支援課でござ

います。 

 46ページをお願いいたします。 

 ２段目の農村地域農政総合推進事業費、説

明欄１のくまもと農業経営・就農・継承支援

事業は、担い手の確保、育成を目的に、経営

相談、新規就農、経営継承の各相談窓口のワ

ンストップ化に要する経費であります。 

 ２の地域計画推進事業は、担い手への農地

集積、集約化を推進するために、農地中間管

理機構に農地を貸し付けた地域に対する助成

等でございます。 

 ３の担い手育成支援事業は、認定農業者等

の経営力強化に向けた取組に対する助成でご

ざいます。 

 47ページをお願いいたします。 

 説明欄の５、農地中間管理機構事業は、担

い手に農地の集積を推進する農地中間管理機

構に対する助成でございます。 

 ７の未来へつなぐ地域営農組織経営力強化

支援事業は、地域営農組織の法人化や経営力

強化に向けた取組に対する助成でございま

す。 

 下のページ、説明欄の10、最適土地利用総

合対策事業は、中山間地域等における農用地

保全に必要な土地利用構想の策定等に取り組

む市町村に対する助成です。 

 その下から49ページ最上段の債務負担行為

の設定につきましては、農業公社が農地の売

買等の事業を実施するための借入金に資する

損失補塡として設定するものでございます。 

 49ページをお願いいたします。 

 ２段目の農業委員会等振興助成費、説明

欄、農地利用最適化交付金事業は、農地の最

適化活動を行う最適化推進委員等の活動に対

する助成でございます。 

 最下段の農業改良普及推進費の説明欄１の

農業次世代人材投資事業は、就農前の研修期

間や経営が不安定な就農直後の所得を確保す

るための新規就農者等に対する給付を交付す

るものでございます。 

 ２の新規就農者育成総合対策事業は、新規

就農者の経営発展のための機械、施設等の導

入及び就農へのサポート体制の整備に対する

助成でございます。 

 下のページの新しい農業の担い手育成費、

説明欄１の新しい熊本農業のリーダーズ共創

事業は、これまでの新規就農者確保育成策に

加えて、地域農業者とともに取り組む啓発や

学び直しの機会創出など、親元就農も含めま

した担い手の確保、育成に要する経費でござ

います。 

 ２の中高年就農支援事業は、国の支援対策

とならない50歳代の新規就農者への資金交付

や機械、施設等の整備に対する助成でござい

ます。 

 ３及び４の事業は、外国人材や農福連携な

ど、農業現場における多様な担い手の確保、

育成、定着に資する活動に要する経費でござ

います。 

 51ページをお願いいたします。 

 ２段目、農業構造改善事業費、説明欄の農

地利用効率化等支援交付金事業は、国の事業

で、担い手の経営発展に必要となる機械、施

設の導入に対する助成でございます。 

 ページ最下段から53ページまでは、農業大

学校に関する予算でございます。 



第６回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（令和７年３月14日) 

 

 

 

- 9 - 

 53ページをお願いいたします。 

 説明欄８の農大施設保全改修事業は、農大

の保全計画に基づきまして、研究、講義棟ほ

か、施設改修を行う経費でございます。 

 11の高校・農大・地域連携による就農促進

事業は、農大進学後に就農を目指す高校生を

確保し、地域への就農、定着を促進するため

の取組に要する経費でございます。 

 担い手支援課は以上でございます。 

 

○野入農村計画課長 農村計画課でございま

す。 

 55ページをお願いいたします。 

 ３段目、農業委員会等振興助成費は、農業

委員会及び農業会議が行う農地事務、組織運

営、体制整備等への助成です。 

 56ページをお願いします。 

 ３段目、農業農村整備調査計画費の説明欄

１、農業農村整備事業調査計画費は、農業農

村整備事業の実施に向けた調査計画などに要

する経費及び市町村等への助成です。 

 ２の代替農地基盤整備候補地調査は、半導

体関連企業の進出に伴う代替農地確保に向け

た基盤整備等の候補地調査に要する経費で

す。 

 ４段目、農業農村整備推進交付金は、市町

村等が実施する農業農村整備事業への助成で

す。 

 農村計画課は以上です。 

 

○宮川農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 58ページをお願いします。 

 ４段目の国営土地改良事業直轄負担金の説

明欄の直轄負担金については、国営土地改良

事業に係る県及び地元負担金です。 

 59ページをお願いします。 

 １段目の土地改良施設維持管理事業費の説

明欄２、土地改良施設突発事故復旧事業につ

いては、パイプラインや用排水機場など、土

地改良施設が突発的に故障した場合の緊急対

応に要する経費及び市町村等に対する助成で

す。 

 ３の土地改良施設維持管理強化事業費につ

いては、土地改良区等の施設管理者に対する

技術支援と施設補修に対する助成です。 

 60ページ、２段目の県営中山間地域総合整

備事業費の説明欄１については、中山間地域

において農地の区画整理などの生産基盤整備

と集落道路などの生活環境整備を総合的に実

施するための経費です。 

 61ページをお願いします。 

 県営中山間地域総合整備事業費の債務負担

行為の設定です。 

 説明欄１の水俣地区から、62ページ７の国

見地区までの７地区について、区画整理等に

おける工期が複数年となることから、債務負

担行為の設定をお願いするものです。 

 最下段の農業生産基盤整備事業費について

は、農地の区画整理や農業用用排水施設、農

道等の整備や担い手への農地集積促進に要す

る経費です。 

 63ページをお願いします。 

 農業生産基盤整備事業費の債務負担行為の

設定です。 

 説明欄１の第二宇土八水地区から64ページ

10の高原地区までの10地区について、排水機

場等の整備等における工期が複数年となるこ

とから、債務負担行為の設定をお願いするも

のです。 

 65ページお願いします。 

 ４段目の農地防災事業費の説明欄、農村地

域防災減災事業については、農地や農村地域

における災害の未然防止を図るため、防災ダ

ムなどの防災施設の整備に要する経費です。 

 最下段は、債務負担行為の設定です。 

 説明欄１の松原地区から66ページ、３の竜

北地区までの３地区について、排水機場の整

備等における工期が複数年となることから、

債務負担行為の設定をお願いするものです。 
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 ２段目の単県農地防災施設管理費の説明欄

１、県管理土地改良施設等総合マネジメント

事業については、農業用ダムや頭首工などの

土地改良施設等を適正に管理するための体制

整備や施設管理の省力化に要する経費です。 

 ３段目の債務負担行為の設定については、

農業用ダム諸量データ送信設備の整備におけ

る工期が複数年となることから、債務負担行

為の設定をお願いするものです。 

 ５段目の団体営農地等災害復旧費について

は、団体営農地等の災害復旧に対する助成で

す。 

 最下段の県営農地等災害復旧費について

は、県が実施する農地等の災害復旧に要する

経費です。 

 農地整備課は以上です。 

 

○大森むらづくり課長 むらづくり課でござ

います。 

 68ページの最下段の山村振興対策事業費の

説明欄１、中山間地域等直接支払事業につい

ては、中山間地域等で営農を継続する農業者

等へ助成するものでございます。 

 69ページをお願いいたします。 

 ２段目の農作物対策推進事業費について

は、野生鳥獣に対する農作物被害防止のため

の施設整備やジビエとしての利活用等に要す

る経費でございます。 

 最下段の農業構造改善事業費の説明欄１、

中山間地域総合支援対策事業については、中

山間地域における地域住民等が行う農村ＲＭ

Ｏ形成等に要する経費でございます。 

 下のページ最下段の農地・水・環境保全向

上対策事業費については、農業、農村の多面

的機能の維持、発揮を図るための地域の農業

者や住民による共同活動などに対する助成で

ございます。 

 むらづくり課は以上です。 

 

○岩田技術管理課長 技術管理課でございま

す。 

 71ページをお願いします。 

 ３段目の地籍調査費については、地籍調査

を実施する熊本市ほか13市町村に対する助成

でございます。 

 最下段、農業土木行政情報システム費の説

明欄１と、下のページ、最下段、林政諸費の

ＣＡＬＳ／ＥＣ事業については、電子入札等

のシステム運用保守管理に要する経費で、そ

れぞれ農業土木、林務水産負担分です。 

 71ページ、最下段、説明欄２のくまもと水

土里ＧＩＳ利活用ＤＸ推進事業については、

ＧＩＳの運用及び利用環境整備に要する経費

です。 

 技術管理課は以上です。 

 

○宮脇森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 73ページをお願いします。 

 ３段目、林政諸費につきまして、説明欄２

の森林経営管理制度運用支援事業は、森林経

営管理制度の運用主体である市町村を支援す

るサポートセンターの運営等を行うもので

す。 

 説明欄３の森林再生支援事業は、再造林等

の拡大や育林従事者の確保に取り組む事業体

に対し、その拡大の実績に応じて助成を行う

ものです。 

 下のページ、説明欄４の自伐林家等育成対

策事業は、自伐林家や林業研究グループの確

保、育成を図るための研修を行うほか、自伐

林業等の推進に当たって必要となる資機材の

購入等に対して助成を行うものです。 

 説明欄５の五木村グリーン成長加速化総合

対策事業は、五木村の豊富な森林資源の活用

を通じた循環型林業の構築に向けた低コスト

化、花粉症対策に資する再造林の実証調査等

を行うものです。 

 75ページをお願いします。 

 ３段目、水とみどりの森づくり事業費につ
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きまして、説明欄２の次世代につなぐ森林づ

くり事業は、伐採跡地における確実な再造林

や成長に優れたエリートツリーの苗木生産に

対する助成等を行うものです。 

 下のページ、１段目、説明欄５のくまもと

の県土を保全する林業推進事業は、林地保全

に配慮した林業のガイドラインの実践とし

て、架線集材の取組に対する助成等を行うも

のです。 

 説明欄６の森林機能保全普及促進事業は、

地形等の関係から非皆伐施業を行う保全林と

して取り扱うべき森林の設定基準等につい

て、県内市町村へ展開するための研修会等を

行うものです。 

 説明欄７の防災・減災・条件不利地森林整

備事業は、森林所有者による管理が困難な人

工林を育成複層林へ誘導するための強度間伐

や流木防止対策等に対する助成を行うもので

す。 

 77ページをお願いします。 

 ５段目、林業普及指導費について、下のペ

ージ、１段目の説明欄３の早生樹センダン産

地化推進事業は、センダンの新規造林地等の

増加に向けた働きかけや調査等に要する経費

です。 

 ２段目、流域総合間伐対策事業費につきま

しては、説明欄のとおり、国庫補助事業によ

り用途別の木材需要に的確に対応するため、

搬出間伐、路網整備、低コスト造林や苗木生

産施設等の整備に対する助成を行うもので

す。 

 ４段目、造林事業費につきまして、説明欄

１の森林環境保全整備事業は、森林整備の基

本となる国庫補助事業であり、植栽、下刈

り、間伐など、一連の造林作業に対して助成

を行うものです。 

 79ページをお願いします。 

 ５段目、試験調査指導費につきましては、

説明欄のとおり、林業研究・研修センターが

行う試験研究などに要する経費で、下のペー

ジ、説明欄４のスギの品種保全等基盤整備事

業は、花粉発生源対策等のための杉新品種開

発に必要な試験林の整備等に要する経費で

す。 

 森林整備課の説明は以上です。 

 

○野間林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 82ページをお願いします。 

 ３段目の説明欄、くまもとの森林環境教育

推進事業は、森林の役割や木材利用の意義を

普及啓発するため、木育インストラクター養

成や副読本配布を行うものです。 

 最下段の国庫支出金返納金は、これまでに

当該事業で資金融通した事業主体からの返還

金を国庫へ返納するものです。 

 83ページをお願いします。 

 ２段目の説明欄１、豊かな森林づくり人材

育成事業は、林業の担い手の就業環境の改善

や技能向上に取り組む事業体に対して支援す

るものです。 

 ２のくまもと林業大学校人財づくり事業

は、くまもと林業大学校の運営に要する経費

です。 

 下のページの５、林業ＤＸ推進事業は、林

業従事者の就業環境の改善に向けて、緊急連

絡時の通信ネットワーク構築の実証等を行う

もので、６、新たな林業ビジネスモデル構築

支援事業は、林業事業体等が経営力強化に向

け、新たなビジネスモデルに必要な施設整備

に対し助成するものです。 

 85ページをお願いします。 

 説明欄２の中大規模木造建築物推進事業

は、設計を担う建築士の育成のための講習会

開催や県産木材による中大規模建築物を整備

する民間事業者に対して助成するものです。 

 ３のくまもと間伐材安定供給対策事業は、

間伐材の利用拡大を図るため、流通支援を行

う市町村に対して助成するものです。 

 ４のくまもとの木を活かす木造建築物等推
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進事業は、県産木材を活用し、住宅や事務所

等を施工する工務店に対する木材提供や産地

見学会へ助成を行うものです。 

 下のページの２段目、林産物振興指導費

は、シイタケやタケノコなどの特用林産物の

生産施設整備や販路拡大を支援するもので

す。 

 87ページをお願いします。 

 説明欄４の原木しいたけ生産性向上ＤＸ実

証事業は、これまで行ってきた環境データの

収集、解析を踏まえ、生産ガイドラインの作

成など、生産性向上等の実証を行うもので

す。 

 ３段目の説明欄１、林業・木材産業振興施

設等整備事業は、木材加工流通施設等の整備

に対するもので、２の林業経営体育成対策事

業は、林業機械のリースに対するもので、い

ずれも国庫補助を活用して助成を行うもので

す。 

 下のページ、１段目の林道費は、森林整備

や林業生産性の向上に加え、山村地域の生活

環境の改善などを図るための林道整備に関す

る予算です。 

 ２段目の林道事業費から89ページの最下段

の単県林道事業費まで、それぞれの説明欄の

とおり、県営による林道開設や市町村による

林道の開設、改良等に対し助成を行うもので

す。 

 90ページの２段目、過年林道災害復旧費

は、過年度の災害で被災した林道の復旧を行

う市町村へ助成を行うものです。 

 林業振興課は以上です。 

 

○大和森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 92ページをお願いします。 

 １段目、水とみどりの森づくり事業費にお

ける説明欄１の未来につなぐ森づくり事業

は、森づくり活動や森林環境教育を実施する

団体に対する助成です。 

 ３の森林Ｊ－クレジット創出支援事業は、

森林吸収量のクレジット化に向けた伴走型支

援に要する費用であり、16者の支援を計画し

ております。 

 93ページをお願いします。 

 ２段目、治山事業費について、説明欄１の

治山事業は、山地災害の復旧や予防工事に必

要な経費です。 

 ２の治山激甚災害対策特別緊急事業は、令

和２年に発生した山地災害を令和３年度から

５か年間で集中的に実施するものであり、７

年度が最終年度となります。 

 下のページ、１段目、緊急治山事業費は、

山地災害が発生した場合に緊急対応するため

の待ち受け予算です。 

 95ページをお願いします。 

 ２段目、保安林整備事業費については、水

源涵養や土砂流出防止などの保安林機能を維

持、強化するための森林整備に要する経費で

す。 

 下のページ、４段目、過年治山災害復旧費

は、被災した治山施設の復旧工事に要する経

費であり、令和２年豪雨のほか、令和４年、

５年、６年における梅雨災、台風災が対象で

す。 

 森林保全課は以上です。 

 

○那須水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 98ページをお願いいたします。 

 上段、浅海増養殖振興事業費の説明欄１、

新たな稼げる養殖業推進事業は、カキ類や海

藻類の養殖生産の安定化、生産性の向上に向

けました種苗生産体制を確立するとともに、

漁協による新技術の導入や食害対策の取組を

支援するものです。 

 下段、水産物流通対策事業費の説明欄１、

県産あさり流通推進事業は、県産アサリを適

正に流通、販売するための熊本モデルの運用

のほか、流通過程での監視等を実施するもの
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です。 

 99ページをお願いいたします。 

 １段目の説明欄３、稼げる水産業づくり推

進事業は、県産水産物の魚食普及や販売力の

強化、加工などの六次産業化への取組に対し

助成するとともに、水産物流通適正化法に基

づきまして、アワビ、ナマコ等の適正な流

通、販売を推進するための普及開発等に取り

組むものです。 

 ２段目、水産業改良普及事業費の説明欄

３、未来の漁村を支える人づくり事業は、新

規就業希望者に対する漁業研修や次世代の水

産業を担う人材確保に向けた高校生への水産

業の魅力発信などを行うものです。 

 下のページ、２段目、水産資源保護育成事

業費の説明欄１、有明海・八代海再生事業

は、有明沿岸４県と国が協調し、特産魚介類

の生息環境調査や増養殖技術の開発などを通

じまして、漁場環境の改善や水産資源の回復

に向けた取組を推進するものです。 

 ２のさかなを守り育む豊かな海づくり事業

は、水産資源の回復を図るため、漁業者など

による効果的な種苗の共同放流など栽培漁業

の取組を推進するとともに、水産資源の評価

に基づき、新たな資源管理に取り組むもので

す。 

 最下段の栽培事業運営費の説明欄１、種苗

生産施設整備費は、大矢野及び牛深の種苗生

産施設における老朽化した施設の維持補修に

要する経費です。 

 101ページをお願いいたします。 

 １段目の説明欄、大矢野種苗生産施設整備

事業で債務負担行為の追加をお願いしており

ます。 

 これは、老朽化しました飼育水槽の改修に

係るものですが、工期が１年以上を要するた

め、債務負担行為の追加をお願いするもので

す。 

 103ページをお願いいたします。 

 ２段目、漁業取締費の説明欄４、漁業取締

船代船建造事業は、昨年10月に着手しました

漁業取締船１隻を建造する経費の一部です。 

 下のページ、水産研究センター費の説明欄

２、赤潮総合対策試験は、珪藻類などの増殖

による有害プランクトン発生抑制技術開発試

験や下水処理場の季別運転によるノリ色落ち

抑制効果評価試験などに取り組むものです。 

 ３の海藻類総合対策事業は、ヒトエグサや

トサカノリなどの増養殖に係る試験研究や漁

業者への食害対策などの現場指導に取り組む

ものです。 

 水産振興課は以上です。 

 

○谷水漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 107ページをお願いいたします。 

 ４段目の説明欄、水産環境整備事業費は、

覆砂等による干潟の底質改善や投石による藻

場造成に要する経費です。 

 下のページ、２段目の漁港関係海岸保全事

業費の説明欄２の漁港関係海岸保全事業費

は、堤防、護岸等の漁港海岸保全施設の整備

に要する経費で、漁港海岸の耐震化等を予定

しています。 

 109ページをお願いいたします。 

 ２段目の単県漁港改良事業費は、漁港漁場

等の小規模な施設整備、補修等に要する経費

です。 

 下のページの説明欄３の水産基盤整備交付

金は、水産基盤整備や漁場の保全、回復に資

する事業を実施する市町等に対する交付金で

す。 

 最下段の漁港管理費の説明欄１の漁港管理

費は、県管理の漁港等の維持管理を行うため

に要する経費です。 

 ２は、牛深漁港の浄化施設の管理運営に要

する経費です。 

 111ページをお願いいたします。 

 １段目の漁港施設機能強化事業費は、漁港

施設の機能強化に要する経費で、岸壁の耐震
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化等を予定してございます。 

 最下段の説明欄、漁村再生交付金事業費

は、漁村の再生を図るための生産基盤等の整

備に要する経費で、浮き桟橋整備等を予定し

てございます。 

 下のページの１段目、漁港関係港整備事業

費の説明欄１の水産物供給基盤機能保全事業

費は、漁港施設の長寿命化を図るための改修

等に要する経費で、漁港施設の保全対策を予

定してございます。 

 最下段の説明欄、水産流通基盤整備事業費

は、衛生管理等を向上させる施設整備を予定

しております。 

 113ページをお願いいたします。 

 １段目の水産生産基盤整備事業費は、水産

物の生産機能の強化を図るための漁港施設の

整備に要する経費で、物揚げ場の整備等を予

定してございます。 

 最下段の漁港機能増進事業費は、漁港利用

者等の就労環境の改善等に要する経費で、防

風柵整備等を予定してございます。 

 下のページの１段目、海岸漂着物等地域対

策推進事業費は、台風や大雨等により海域に

流入するごみの回収、処分に要する経費で

す。 

 漁港漁場整備課は以上です。 

 

○宮脇森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 115ページをお願いします。 

 議案第75号、熊本県林業研究・研修センタ

ー条例の一部を改正する条例の制定について

説明します。 

 116ページをお願いします。 

 １の概要についてですが、本条例は、林業

研究・研修センターの試験関係設備につい

て、設備利用者が納める設備使用料の額を規

定しています。 

 ２の条例制定の趣旨について、電気料金の

値上げによる設備使用料の算定に係る経費単

価の見直しに伴い、使用料の金額を改定する

ものです。 

 ３の改正内容について、条例第４条の別表

に定める使用料の金額を一部改定するもので

す。 

 具体的には、下表に示すとおり、２、乾燥

用設備の10円以上190円以下を20円以上210円

以下に、４、強度試験用設備の上限の額

2,930円を2,940円に改定するものです。 

 森林整備課は以上です。 

 

○大和森林保全課長 森林保全課です。 

 117ページをお願いします。 

 熊本県阿蘇みんなの森条例の一部を改正す

る条例の制定でございます。 

 内容につきましては、118ページで説明い

たします。 

 １の改正前条例の概要ですが、この条例

は、森林・林業に関する学習活動の場や保

健、休養の場の提供を目的とした熊本県阿蘇

みんなの森の設置に必要な事項を定めたもの

です。 

 ２の条例制定の趣旨についてですが、熊本

県阿蘇みんなの森の区域内に設置している森

林学習展示館の廃止に伴い、関係規定を整理

するものです。 

 現在、この展示館は、阿蘇市から土地を借

りて設置しておりますが、阿蘇市から土地を

売却する旨の申出があり、廃止に至ったもの

です。 

 ３の改正内容についてですが、森林学習展

示館の廃止に伴い、関係規定の整理を行うも

のです。 

 森林保全課は以上です。 

 

○吉田孝平委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑は、該当する資料のページ番号、担当

課と事業名を述べてからお願いします。 
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 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○前川收委員 幾つかお願いします。 

 まず、これは食のみやこに関連してであり

ますので、21ページとそれから43ページです

かね。 

 まずは、２つの課にわたっておりますけれ

ども、21ページの流通アグリビジネス課のほ

うで、マル新の食のみやこ熊本県創造コンソ

ーシアムということで予算を入れていただい

ております。高付加価値化の拠点となる施設

整備という話がありますので、六次産業化を

含めた、いよいよ食のみやこというものが動

き出すという予算だと思ってますけれども、

もう少し具体的に中身を教えていただきたい

と思います。 

 それから、同様の話で、43ページの畜産

課。 

 これもまたマル新の「食のみやこ熊本県」

実現に向けた県産畜産物の魅力創造事業とい

うことで、3,900万、4,000万弱でありますけ

れども、この取組の具体性もお願いしたいと

いうふうに思います。 

 食のみやこというのは、これから、キーワ

ードとして熊本県がしっかり取り組んでいか

なければならないことでありますけれども、

具体的な内容の事業がいよいよ今年から動き

出すということの前提での質問でございます

ので、その中身について、イメージできるよ

うな形で教えていただければというふうに思

います。 

 その次、２問目が、56ページの、これは農

村計画課ですね。 

 これも、農業農村整備調査計画費の中で、

マル新の代替農地基盤整備候補地調査という

ことで1,200万円。 

 具体的には、半導体関連企業の進出に伴う

代替農地の確保に向けた基盤整備等の候補地

調査に関する経費ということで、いよいよこ

れもまた具体的に農地造成、半導体企業の進

出に伴って耕地が減っていったということに

対して、新たに県が農地を造成するというこ

とを前提とした経費だというふうに思います

ので、後ほど多分これは説明があるのかもし

れませんけれども、その内容について教えて

もらいたいということと、それから、減少し

た農地については、皆さん方で頑張っていた

だいているマッチング事業では、５ヘクター

ル弱しかまだマッチングは成立してません

が、民民で頑張っていただいている。それは

もう自分たちのことですから、畜産農家が民

民で頑張っていただいている部分が圧倒的に

あるんですね。それは、私は地元ですから、

よく分かってるんですけれども、その民民の

皆さん方に対して、もうちょっと使い勝手を

よくしてあげれば、その土地も借りてやりた

いとか、買ってやりたいとか、そういう話も

あります。 

 以前からお話はさせていただいております

けれども、それについても何らか具体的取組

をしていただければ、今のこれは民民でもど

っちでもいいですけれども、民民に対して

も、例えば、簡単に言えば、農業用機械の規

模が全く違うんですね、畜産関係と耕種農家

とは。トラクターの大きさ一つ全然違いま

す。それを農地に入れようとするときに、農

道の広さも違えば、入り口の大きさも違う

と。それをちょっと広くしてあげてやってい

ければ、その場所も使えるようになるかもし

れないという話をたくさんいただいておりま

すので、そういうことに対する物事の考え方

ですね。どう対応するか、それについてもお

答えいただければというふうに思います。 

 最後に、また戻ってすみません。農産園芸

課、39ページ。 

 強い農業づくり支援事業と産地パワーアッ

プ事業、この２つの国庫補助事業というの

は、現在の熊本県の農業を支えている機械化
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の一番大きな部分だと思います。昨年と当初

とを比較すれば減っているという話でありま

すが、これは補正予算でむしろちゃんと組ん

でいただいておりますから、増減は関係ない

というふうには思いますけれども、これから

先、やっぱりどうやって効率的に、この強い

農業づくり支援事業とか産地パワーアップ事

業に取り組んでいくかが、熊本県の農業基盤

に大きく関わってくるというふうに思ってま

す。具体的に、その取組姿勢について教えて

ください。 

 以上です。 

 

○林田流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 食のみやこ熊本県創造コンソーシアム推進

事業の具体的なイメージをできるようにとい

うようなことでございました。 

 この事業につきまして、まず、六次産業化

といいますのは、本当、高付加価値化、委員

がおっしゃられましたように、高付加価値化

の１丁目１番地といいますか、それを具現化

するような手段でございます。 

 ただ、これまでの事業といいますのは、こ

ういった事業をこれまでもやってきてました

けれども、六次産業化を行う事業者、具体的

に言いますと製造業者、そういった人たちに

支援が集中しがちでしたので、それだけでは

地域の発展というのがちょっと限定的になり

がちというようなことが課題としてありまし

たので、今回につきましては、農林事業者、

生産者とか、あと生産者団体ですとか市町

村、それから加工の事業者、あとは観光関係

の事業者、そういった人たちがコンソーシア

ムを組んで、地域内の経済循環、こういった

ものを起こすことによって、地域として発展

とか成長していけるような事業ということで

組んでおります。 

 事業の内容としましては、そのコンソーシ

アム、組織への支援としましては、会議の開

催ですとか、視察研修とかの勉強、それから

新商品開発とか販路拡大、ＰＲ、こういった

ものの支援をしますし、ハード事業としまし

ては、それに必要となるようなブランド化と

か高付加価値化、こういったものが必要とな

るような施設整備、機械導入への支援をして

いきたいというふうに思っております。 

 具体的に言いますと、例えばですけれど

も、栗が盛んな産地でありますならば、栗の

生産者、それから生産団体、ＪＡさん、それ

から、そこの管轄する市町村、それと、例え

ば栗のペーストが必要ならば、栗のペースト

加工の事業者さん、お菓子屋さん、そういっ

た人たちがコンソーシアムを組んで、地域の

その栗だったらば栗を盛り上げていけるよう

な事業としていきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

 流通アグリビジネス課は以上でございま

す。 

 

○安武畜産課長 畜産課でございます。 

 畜産課における食のみやこ熊本関連予算と

いたしまして、県産畜産物の新たなブランド

化の取組をここで事業化しております。 

 中身につきましては、もともと県産牛肉の

事業と、あと、天草大王の事業を今回新たに

再編しまして、一本の事業として打ち出した

ものがこの事業になります。 

 具体的中身といたしましては、まず、「く

まもと黒毛和牛」でございますが、これにつ

きましては、日本のブランド牛が集まる東京

市場への出荷を継続的に実施して、全国的な

ブランド確立、それを目指した取組を支援し

てまいりたいと考えております。 

 ２つ目といたしまして、「くまもとあか

牛」の新たな価値創造事業というのを、今

回、この中で立ち上げております。 

 中身につきましては、生産者、流通事業者

が共に目指す「くまもとあか牛」の新たな目

標を定め、その目標を取り組みながらＰＲし
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ていくことによって、「くまもとあか牛」の

高付加価値化を創造、発信していこうという

事業でございます。 

 それと、天草大王のブランド価値向上支援

事業というのも、この中に盛り込んでおりま

すが、これにつきましては、天草大王、販売

を開始しまして20年、平成15年から、このブ

ランド肉が市場に出ることになったんです

が、おおむね20年経過したということで、今

回、ＧＩ取得を目指した取組をこの事業の中

で取り組んでいって、県産牛肉、さらには県

産の地鶏、このブランド力を向上することに

よって、食のみやこ熊本の畜産のほうから実

現に向けたものを発信していきたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

 

○野入農村計画課長 まず、１点目の候補地

調査のほうでございます。 

 これにつきましては、昨年夏のニーズ調

査、また、12月から行っております菊池管内

の畜産農家への意向調査、これの結果を見て

みますと、基盤整備による新たな代替農地を

求める要望というのがございました。 

 これを受けまして、菊池管内及び周辺市町

村を対象に、耕作放棄地やそれに隣接する林

地等で整備可能な候補地を調査するものであ

りまして、具体には、ＧＩＳ等で、航空写

真、地形図、また、森林関係でありますとか

文化財関係の許認可関係、こういったものを

重ねる中で、まずは、一時的に候補地を選定

いたしまして、その後にまた、その土地の権

利関係でありますとか現地の調査、そういう

ものを踏まえて位置図等を整理して、関係市

町村と情報を共有していきたいというふうに

考えております。 

 ２点目の民民による代替農地確保に対する

支援という部分でございます。 

 これにつきましては、委員御指摘のとお

り、農家同士の方で代替農地の確保に動いて

らっしゃるのは、私どもも承知しておりま

す。そういう中で、先日、農家の方が代替農

地を確保された中で、自らいろんな整備をや

っていらっしゃると、そういうお声も聞いた

ところであります。 

 そういう中で、今現在、県と関係市町で、

現地の調査、どういう中身が必要なのかと、

そういったことの調査もやっておりまして、

全体的な賦存量調査もやっております。 

 これまでに確認しました主な要望内容とい

たしましては、先ほど委員おっしゃったよう

に、農地への進入路の拡幅でありますとか畦

畔の除去、こういった簡易な基盤整備が主な

ものでございました。これを受けまして、実

施に向けましては、国の補助事業の活用がで

きるというふうに考えておりますので、関係

市町と協議を進めていきたいと思っておりま

す。 

 農村計画課は以上でございます。 

 

○山本農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 39ページの強い農業づくり支援事業、産地

パワーアップ事業について、取組姿勢という

ことでございましたけれども、まずもって、

こうした事業で導入をしております集出荷施

設や低コスト耐候性ハウス等々につきまして

は、本県の農業生産を支える非常に重要な施

設だというふうに考えているところでござい

ます。このため、必要な事業に関する予算に

ついても、それぞれ予算計上要望のほうをさ

せていただいているところでございます。 

 こちらにつきまして、取組姿勢につきまし

ては、まずもって、生産者の皆様方あるいは

農業団体のほうが申請される事業について、

できるだけ採択率を上げていきたいというふ

うに考えておりまして、県の取組としまして

は、国の要望がある前に、夏場に事前に要望

調査をして、それを磨き上げて、その後申請

をするというような形で採択率向上を図って
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いるところでございます。 

 しかしながら、そういう場合であっても、

不採択というのは出てまいりますが、不採択

後にも追加要望調査というようなものもござ

いますので、その後も、追加要望調査に対応

できるようなアドバイスですとか、あるいは

事業の乗換えだとか、そういったことを工夫

しながら、できる限り採択につなげていきた

いというふうに考えておりますし、また、国

のほうの補正予算で、新たな再編新事業とい

うことで集出荷施設の老朽化に対応した事業

も出ております。集出荷施設については、 

480億ぐらい国のほうで予算確保していただ

いておりますので、集出荷施設については、

そちらにエントリーをするとか、そういう仕

分けをしながら、できる限り採択につなげて

まいりたいと。そして、最終的に、本県の園

芸、そういったものの振興につなげてまいり

たいというふうに考えているところでござい

ます。 

 農産園芸課については以上でございます。 

 

○前川收委員 ありがとうございました。 

 まず、21ページの流通アグリビジネス課、

食のみやこ熊本県創造コンソーシアム推進事

業についてのイメージをお話しいただき、あ

りがとうございました。 

 大事なことは、農家の収入をどう上げてい

けるかという視点を忘れないということで、

ぜひお願いしたいというふうに思います。 

 今でも、いわゆる農家から原料が出てき

て、それを一次加工、二次加工、三次加工し

ながら販売に回していくという、その流通は

あるわけですね。農家の場合は、その一次品

を出すときに市場単価で決まる。指し値もあ

るかもしれませんけれども、そこが自分たち

で価格を決められない。いわゆる市場価格に

なってしまうというところが一次産業の弱み

でありまして、前の委員会でも言いましたけ

れども、そこに一手を加えると、これは市場

単価じゃなくて製品単価という形で定価を決

めて売ることができるという状況に変わって

いくと思います。 

 私は、これから先の一次産品をより収入を

安定させていくためには、そういう一手間を

入れたところが農家の収入につながるという

形で、市場原理を壊せとは言いませんけれど

も、残念ながら今米の話も出ておりますし、

いろんな話で、価格転嫁をしなさい、価格転

嫁をしなさいと、物価高騰で人件費も上げて

大変だけども、価格転嫁をしていこうといっ

たって、正直、一次産品はどうやって価格転

嫁ができるのかと。価格転嫁ができないです

よ。市場で、要するに競り値で決まってしま

うわけですから、それを壊すというとおかし

いですけれども、全部変えるわけにはいかな

いかもしれませんけれども、生産品の一部が

そうやって定価で売れる、価格転嫁もして売

れるようなものにつくり変えるというのを、

農家側の視点、生産者側からの視点で、ぜひ

考えていただきたいというふうに思っており

ますが、その辺はいかがでしょうか。 

 

○林田流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 六次産業化といいますのは、一次産業であ

ります農林水産業、二次産業であります加工

製造業、それから三次産業であります小売

業、こういったものが組み合わさって成り立

つのが六次産業化でございます。 

 今委員がおっしゃられましたように、市場

単価から製品単価にしていくということで、

農家自身がその六次産業化をやるというの

が、何かこれまでちょっと進められてきてた

んですけれども、最近は、そこを分業化して

いこうというような考えも出てきておりまし

て、そういった意味で、生産者のほうは、農

林畜水産物をつくって、それを事業者に渡し

て、その地域が全体的に回るように、地域の

経済が循環できるようにということで、今取
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組とかを進めているところでございます。 

 ですので、市場単価に左右されないような

単価で事業者も農林畜水産物を引き取っても

らう、そういうような仕組みづくりをつくっ

ていきたいと私たち思っておりまして、今回

のようなコンソーシアムの事業をつくったと

いうところでございます。 

 委員がおっしゃられるとおり、最初の視点

としましては、農家の収入、これをしっかり

上げ安定させるというところに、今回の事業

というのは、以前の事業よりも力点を置いて

いるということでやっていきたいというふう

に思っております。 

 以上でございます。 

 

○前川收委員 それはそれで結構ですけれど

も、一番大事な部分は、その二の部分です

ね。一掛ける二掛ける三が、二次の部分を担

う皆さん方は、一次の皆さんから買うとき

に、きちっと市場単価じゃない、いわゆる流

通的な単価というんですかね、そちらで買う

というところを示さないと、分業したはいい

けども、今までのように市場から取ってきま

すと言った瞬間に、これはもう成り立たなく

なりますし、事業の目的そのものから外れて

くるというふうに思いますので、そこはやっ

ぱり掛け合わせながら、つまり二も三もです

けれども、事業体として経営側に農家も入っ

ていって意思決定ができるようにしてもらわ

ないと、加工業者は、自分たちのいわゆる経

営をよくするためには、材料として仕入れる

農産品は安いほうがいいわけですよ。材料と

して仕入れる農産品はね。そこをしっかり見

といてください。じゃないと、コンソーシア

ムの意味がないというふうに思います。分け

てしまって、それぞれに力を入れていって

も、結果として今までやってきたことと同じ

じゃないかみたいな世界にならないように

は、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、畜産課のほうですね。 

 畜産課でも今までのやつを磨き上げるとい

うことでありますけれども、黒牛の東京市場

も成功していると私は思ってますし、ぜひ継

続してやっていただきたいと思いますが、あ

か牛は、付加価値をつけるというお話があっ

てますが、私、以前ここで、あか牛の要する

に品質管理の面で見たときに、何にもランク

がないじゃないか。つまり、黒牛について

は、判定制度があって、Ａの５ランクが最高

位で、それからは順番にその肉質を客観的に

評価する制度があるんだけれども、あか牛の

場合はそれがないと。肉質を客観的に評価す

る制度がないというお話をさせていただきま

したが、それは、今回のこの予算の中に入っ

ているのかなと今想像してますが、いかがで

しょうか。 

 

○安武畜産課長 畜産課でございます。 

 格付につきましては、これは全国一律で、

黒牛もあか牛も全国一律でされてます。もう

客観的な評価はされているという状況でござ

います。 

 ただ、今回のこの事業につきましては、こ

れまで、黒牛とあか牛では、どうしても肉質

に特有の違いがあります。 

 あか牛につきましては、赤身肉というのが

ありますし、程よいサシが入った、そこが今

ヘルシー志向といいますか、赤身志向によっ

て、消費者から非常に評価を得ているという

状況でございます。ということで、子牛市場

も枝肉市場も、黒毛和種よりも高値で取引さ

れている。同じような格付であっても、黒牛

の２等級、３等級と比べたら、あか牛の２等

級、３等級のほうが非常に高値で高単価で取

引されているという状況があります。 

 これを、さらに生産者とか流通業者から評

価いただくように、この事業において、前川

委員から、９月議会とか12月議会のとき御指

摘いただきましたあか牛の評価ですね。それ

をこの事業の中でしっかりと県が位置づけ
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て、そこをＰＲすることによって、あか牛の

新たな価値につなげていこうという、そうい

う事業でございます。 

 

○前川收委員 多分そうだろうと思いながら

聞いたんですけれども、やっぱりＡ５とかＢ

何とかというその言い方というのは、基準

は、基本的には黒牛、黒毛和種を基準にした

言い方で、それとあか牛は基準として同じに

なるのはいいんだけれども、あか牛の最高位

はどこですかと言われると、黒より下になっ

ている。いわゆる全国基準でいくと、黒より

下になってしまうということが果たしてどう

なのかというふうに思います。 

 用いられるデータは同じでありますから、

その同じデータの中で、肉質を、等級ランク

をずっとつけていかれるにしても、そのデー

タの見方を変えて、あか牛としてはこれが一

番いいあか牛なんですよというものをある程

度はつくっていかないと、これから非常に需

要が多くて、あか牛はどんどんどんどん売れ

てて黒より高くなっているというのは、今お

話があったとおりで、大変ありがたいことだ

と思ってます。 

 私は、ＧＩでも取ったほうがいいんじゃな

いかというふうに思うぐらいでありますけれ

ども、その等級の見方を変えていかないと、

当然、全国基準でいけば、Ａ何とかＢ何とか

だけれども、熊本のあか牛の中ではこれが一

番いい目標とすべき肉質なんだというものを

示してもらわないと、これから増頭対策もど

んどんやっていって、あか牛も増やしていく

中で、やっぱりみんながいいあか牛をつくっ

ていくという、そのいいものがどこなのかと

いうものを示すということがとても大事だと

思いますので、ぜひそういった新しい基準づ

くりをやっていただきたいと思います。お願

いします。 

 それと、２番は、すみません、私ばっかり

言ってですね。 

 代替農地については、もう後ほどまたお話

があると思いますので、その中で、やっぱり

民間でやってらっしゃる部分もありますの

で、そこを少し後押ししたほうが、より効率

的に探していただけるというふうに思います

ので、よろしくお願いします。 

 それから、強い農業づくり、産地パワーア

ップ事業、39ページ、農産園芸課ですけれど

も、お願いしたいのは、点数制度その他でい

ろいろ難しいところがあって、中身はとって

もいい話だけど、なかなか採択基準に乗って

いかないという話は、もう御存じのとおりで

あります。 

 ぜひお願いしたいのは、今もそのつもりで

いらっしゃるとは思いますけれども、伴走型

で、農家の人たちがこういうことをやりた

い、グループがこういうことをやりたいとい

うのは、やっぱりちゃんと書類にして出さな

きゃいけないわけですね。形にしなきゃいけ

ない。そのときにやっぱりちゃんと伴走して

あげると、アドバイスもしてあげるというこ

とがとっても大事だと思いますので、ぜひそ

のようにしていただければありがたいと思い

ます。伴走型でよろしくお願いします。これ

は要望でございます。 

 以上です。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

 

○緒方勇二委員 部長の総括説明を読ませて

いただいて、木村県政の本格的な予算編成に

なって、食のみやこ実現のために、しっかり

と人材育成、それから高付加価値化、その辺

をしっかりとちりばめていただいた農林水産

部の予算になってるなというふうに思ってお

ります。 

 その中で幾つかお尋ねしたいんですが、食

のみやこのコンソーシアム事業ですね。これ

は流アグの。 

 これは、担い手支援課とも関係あると思う
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んですけれども、農業大学校と県立農業高校

が連携するという話ですけれども、担い手確

保のために。県立高校にコーディネーターを

配置するようになってますよね。ぜひ、農業

普及員であるとか、六次産業化とか……(｢何

ページ」と呼ぶ者あり)これは、21ページの

食のコンソーシアム推進事業、それと担い手

支援課のほうでいけば、53ページのマル新の

高校・農大・地域連携による就農促進事業、

この辺に該当するんじゃないかなと思います

けれども、ぜひ、農業高校の入学者の充足率

も足りておりませんけれども、ようやく本腰

入れて、県立高校の魅力化も含め、コーディ

ネーターの配置をしていただきますが、ぜ

ひ、農林水産部からコーディネーターをぜひ

入れてほしいなと思います。 

 今農業高校が、すごくいろんな意見発表や

コンクールや事例発表等、特に全国大会レベ

ルで一生懸命頑張って優秀な成績を収めてま

すが、それをさらに進化させる意味でも、ぜ

ひ、高校の先生ばっかりじゃなくて、農林水

産部のほうからもしっかり後押しをしていた

だくためにも、コーディネーターの配置がで

きないかなというふうに思っております。 

 それから、その辺のことを２点、コンソー

シアムの事業なんかでできないものなのか、

担い手支援課のほうで、そういう未来へつな

ぐことも出てきてますし、その辺ができない

ものかというふうに考えておりますので、何

か答弁いただければというふうに思います。 

 それから、畜産課にお尋ねしたいんです

が、先般、保育園の隣に畜舎ができまして、

これ、すごく園児が喜んで、散歩道に畜舎を

いつも行き交うんですね。これは、畜舎の特

例事務事業とか、いろいろクラスターのこと

は出てきてないんですけれど、何か簡易畜舎

整備事業てあったんですかね。これでやられ

てるんですよね。クラスターなんてなると大

きな事業ですので、そうではなくて、すごく

集落内にあって、あか牛も入れられてるんで

すよね、そこ。幼少の頃から、畜産のそうい

うことに慣れ親しんで、散歩道の中で本当に

きれいに清潔な畜舎を造っておられます。う

まいこと木材で造っておられますけれど、こ

ういう事業で担い手の確保にもつながってい

くだろうし、そういうことができないものな

のかなというふうに思っております。 

 ＧＩ登録も目指すとおっしゃいましたけれ

ども、何も阿蘇だけがあか牛の産地じゃござ

いませんで、人吉・球磨にも、かつては集落

内には必ずあか牛がおりましたし、その先鞭

をつけるような保育園の隣にあか牛を入れる

木造の畜舎ができ上がりました。そういう空

間整備事業も、ぜひ食のみやこ実現のために

頑張っていただきたいなと思うんですが、流

アグと畜産と担い手支援課、この辺からぜひ

答弁があればお聞きしたいんですけど。 

 

○林田流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 この21ページの食のみやこ熊本県創造コン

ソーシアム推進事業につきましては、六次産

業化、こういったものを進めるための事業で

ございまして、先ほども申し上げましたけれ

ども、生産者とか生産者団体、それから事業

者、市町村、こういったものが一体となっ

て、地域での経済循環をよくしていこうとい

うような事業でございます。 

 今委員からおっしゃられました高校のコー

ディネーターというようなところというの

は、ちょっと今のところ想定をしておりませ

んので、申し訳ありません。ちょっとこの事

業での対応というのは難しいというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

 

○紙屋担い手支援課長 担い手支援課でござ

います。 

 農業大学校のほうで、新規にマル新で出し

ております高校・農大・地域連携による就農
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促進事業に絡めて、地域の農業高校にコーデ

ィネーター、その役割を農林水産部のほうも

担えないかというような御提案でございま

す。 

 実際のところ、農業大学校と農業高校の連

携という部分については、非常に密に行われ

ておりまして、年に数回、農業高校の場長、

校長、副校長等を集めて、農業大学校と意見

交換をする、さらには、学習の面でも、リモ

ートでトータルで５年間、要するに農業高校

３年、農大２年、そういった流れで、農林水

産部というよりも農業大学校という、今後就

農者を育成する流れの中で非常に連携を今強

めた取組をやっているところでございます。

 一方で、それぞれの高校に農業の技術の人

間を配置というような、コーディネーターの

配置ということでいきますと、県職員という

部分でいきますと、今かなり人材的にも厳し

いという状況がございます。 

 一方で、実は、農大のほうには農業高校の

先生が５名ほど来ていただいておりまして、

当然、２年から３年ぐらいおっていただい

て、農大の学習の流れ、さらには、農業高校

における学生の傾向、そういったものをその

人事の交流の中でしっかりとつないでいただ

いて、農大から今度は農業高校に戻っていた

だいた後に、さらに、農業高校で、農大とは

こんなにすばらしいところだと、どんな学習

ができるんだということまでつなげていただ

く。その流れの中で、高校生、先ほど申し上

げましたけれども、地域から卒業後就農して

くださるような高校生、農業高校生を農大の

ほうに送り込んでいただくような流れをつく

りたいということを必死で取り組んでいると

いう状況でございます。 

 具体的なコーディネーター配置というの

は、なかなか人の限りがございまして、ちょ

っとイメージが前に進まないところではござ

いますけれども、そういった今の取組をさら

に来年度強めていきたいということで、この

事業を整理しているところでございます。 

 担い手支援課からは以上でございます。 

 

○安武畜産課長 畜産課でございます。 

 緒方委員がおっしゃいました畜舎整備、通

常考えられるのは、クラスター事業とか強い

農業づくり交付金とか、こういうのは数億単

位とか数千万の非常に事業費が大きい事業を

対象とした事業になりますが、そこまで行か

ずに何百万とか何十万というのもあるかもし

れませんけれども、そういう事業も、国とい

いますか、農畜産業振興機構という独立行政

法人がありますが、そこの事業の中で講じら

れております。予算的にもかなりある事業で

ございまして、その中で簡易牛舎支援という

のは行われておりますので、こういう事業

も、億単位の畜舎整備と、それと、小規模な

がら地域に根差した畜舎整備というのを一体

的に整備することによって、肉用牛の生産基

盤が図られればというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○緒方勇二委員 食のみやこのコンソーシア

ムでコーディネーターの配置、この事業では

ちょっと難しいかなというお話でしたけれど

も、一次、二次、三次産業で六次産業化、商

品開発で高付加価値化をしていくという六次

産業のコーディネーターてたくさんおられる

と思うんですよね。フードバレーでもそうで

しょう。そういう方が一番軟らかい発想でや

るのは高校生だと思いますよ。そういうとこ

ろからたくさん商品が開発されてますから、

しっかりとふだんから、県立高校の農業系の

学校、水産系もそうでしょう。そういうとこ

ろに入り込んで育んでいただく。そして、引

かれる林業という、先ほどありましたけれど

も、引かれる農業とか、六次産業化で引かれ

ていくような、そんなコンソーシアムをぜひ

つくり上げてほしいなと思います。 
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 そのことが、農大にも行くでしょうし、そ

のことが地域に根差した商品の開発にもつな

がるだろうし、多品目で小ロットで本当に少

ないんですけれども、魅力ある、磨き上げれ

ばすばらしい商品が生まれるんだろうと思う

んですね。そういうことは、ぜひ高校の中か

らつくり出して育んでほしいなというふうに

思っております。 

 それから、担い手のほうも同様なんですけ

れど、簡易畜舎の事業は、これは多分保育園

と連携したと思いますよ。もともと開拓団が

運営していた保育園ですから。ですから、地

域のそういう情勢なんですよ、これ畜舎造っ

たの。で、2,000万でした。ですから、1,000

万の補助ですね。ですから、そういうことを

もって、小さいときから牛さんの鼻をなでに

たくさん来てますから、そういうことから育

んでいく本旨に変えたほうがいいと思います

ね。 

 多頭飼育する数億円の畜産団地造って、な

かなか寄りつけないような空間よりも、集落

内にきちっと昔ながらのそういう空間もあっ

ていいのかなと思いますので、そういうとき

から育んでいかないと、本県の農林水産は、

先伸びが楽しみな県でありますけれど、そう

いうときから育てていただきたいなというふ

うに思いますので、そのことを要望して終わ

ります。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

 

○亀田英雄委員 説明ありがとうございまし

た。 

 冒頭に部長から今年の方針を聞きまして、

非常に楽しみにしておりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 その中でございますが、私なりに楽しみに

していた部分で、昨年に比較して減った部分

について、数点お尋ねしたいと思います。減

額の理由ですね。そのような中で、今年の事

業の展開というものをお聞かせ願えればとい

うふうに思います。 

 まずは、農産園芸課の35ページです。 

 い業振興対策費ということで、950万の減

額でございます。今回の議員提案でイグサの

ことが提案されるということで、議会のほう

も、そのような取組をする中で予算が減額さ

れると。その理由について説明をお聞かせ願

いたいと思います。 

 あと、68ページ、むらづくり課です。 

 部長の説明にもありましたように、農山漁

村の維持発展ということが大きなテーマで掲

げられている中で、このむらづくり課は、そ

の重要な施策の一つじゃないかと思うんです

けれども、全部減額なんですよね。その理由

と今年の取組をお聞かせ願いたいと。 

 あと、73ページ、森林整備課。 

林政諸費も9,200万という大幅な減額でご

ざいます。 

あと、83ページ、林業振興課の林業労働力

対策事業費、これについては少額といえば少

額なんですけれども、大事な部分じゃないか

なというふうに思いますし、ＩＣＴ技術活用

促進事業ということの詳細な説明を少しいた

だければなというふうに思います。 

 以上です。 

 

○山本農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 35ページのい業振興対策費、比較増減のと

ころで950万ほど減少している、その理由は

ということであったかと思いますけれども、

この減額の主な理由につきましては、説明欄

１のくまもと畳表価格安定対策事業、これが

800万余減額になっているところでございま

す。 

 これが減額になりましたのは、くまもと畳

表の価格安定対策事業については、契約数量

に基づいて予算化をするというふうになって

おりまして、今回、62万枚程度だったのが49
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万枚に減少したということで、予算が減少し

たというものでございます。そして、残りの

100万余については、２番、３番の事業の若

干の減額というところでございます。 

 しかしながら、先ほど委員のほうから発言

がございましたとおり、２月補正予算のほう

で、イグサの流通販売に関する予算1,000万

ほど計上させていただいておりますので、イ

グサの振興対策費としましては、２月補正、

そして当初予算合わせますと増額になってい

るという状況でございます。 

 農産園芸課については以上でございます。 

 

○大森むらづくり課長 むらづくり課でござ

います。 

 むらづくり課の主要な事業の減額の理由に

ついて御説明いたします。 

 まず、68ページでございます。 

 上から４段目の農村地域農政総合推進事業

費、ふるさとの食継承・活用推進事業でござ

いますけれども、3,000万ほど次年度に向け

て減額になっております。 

 これにつきましては、本年度、令和６年度

については、ここの3,000万で棚田地域の振

興の事業がございます。この棚田地域の振興

事業につきましては、現在、棚田法が今年度

までの時限になっておりまして、今国会のほ

うで法律の改正について議論がなされている

ところでございます。そのため、その法律に

基づいて行う事業については、当初の予算要

求には計上を見送っているというものでござ

います。 

 その下、山村振興対策事業費については、

中山間地域等直接支払事業でございます。 

 これについては、農地面積、農用地面積に

基づきまして、要望をして予算を計上するも

のでございまして、来年度の聞き取った地元

の要望に基づきまして計上しているというも

のでございます。 

 その次、69ページ、おめくりいただきまし

て、上から２段目、農作物対策推進事業費で

ございます。 

 これは、鳥獣対策の関係の予算でございま

すけれども、450万ほどの減額ということで

ございます。 

こちらについては、先般の先議でも御説明

申し上げましたけれども、実績を見ますと、

毎年２月議会において減額の補正をさせてい

ただいているというところでございます。そ

ういった実施状況などを鑑みまして減額をし

たものということでございます。 

 ただ、この事業の中は、来年に向けて一部

内容を見直しておりまして、新たに県独自の

取組というのも盛り込んでおります。国の予

算にはない県独自の取組といたしまして、Ｉ

ＣＴを用いたモデル地区というのを選定いた

しまして、そのモデル地区を育成して、さら

に鳥獣対策を周辺に波及していく、そういっ

たものも新たに盛り込んでいるところでござ

います。 

 次に、４段目でございます。 

農業構造改善事業費、こちらにつきまして

は、中山間地域総合対策事業ということで、

ＲＭＯ形成のための予算でございます。 

こちらについては、今年度の補正予算が活

用できましたので、その前倒し分が減額にな

っているというような状況でございます。 

 最後になりますけれども、次の70ページの

３段目でございます。 

農地・水・環境保全向上対策事業費、こち

らにつきましても多面的機能支払いというこ

とで、農地面積に応じて交付金を交付すると

いうものでございますが、来年度の要望など

を聞き取りましたところ、この額ということ

で、必要額を計上させていただいているとい

うものでございます。 

 以上でございます。 

 

○宮脇森林整備課長 森林整備課でございま

す。 
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 73ページ、林政諸費の前年度からの減額と

いうところについて御説明させていただきま

す。 

 この事業につきましては、説明欄にござい

ますとおり、幾つかの主要事業がぶら下がっ

ておりますけれども、幾つか理由はあるとこ

ろではあるんですけれども、主要なところを

申し上げますと、例えば４番とか５番とかと

いう事業ですと、国費を活用した事業となっ

ておるんですけれども、こちらも、地元から

の御要望ですとか、そういったものを踏まえ

て予算要求をしているというところがありま

すので、前年度に比べて、そういった要望が

少なかったというところが上げられますし、

特に大きいのが、74ページの説明欄の５番の

五木村グリーン成長加速化総合対策事業でご

ざいます。 

 こちらも、中には幾つかいろんなメニュー

がぶら下がっておるんですけれども、主立っ

たところで申し上げますと、例えば、五木村

にある県有林の伐採跡地に、成長に優れた

り、あとは花粉症対策に資する低花粉の杉の

苗木を植えて、後年度にわたって、その成長

量ですとか花粉の飛散量のモニタリングをし

ていくとか、そういった事業がございますけ

れども、その造成自体が、令和６年度に、多

くの予算を使って、事業費を使って実施し

て、来年度以降は、モニタリングをしていく

ということで、比較的予算は少なめで済むと

いうところがございますし、あとは、森林、

保全林をゾーニングして適切に管理していく

というところにつきましても、五木村でモデ

ル的に保全対象とすべきエリアのゾーニング

の方法を今検討しているところでございまし

て、その成果を来年度はほかの市町村に普及

していくということで、これも比較的少ない

予算で実施可能ということで、今年度実施し

たものを、来年度以降、低予算で普及なり広

げていくというところで取り組んでいきたい

ということで、額としては減額となっており

ます。 

 以上です。 

 

○野間林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 委員の御指摘の、まず83ページを見ていた

だきまして、林業労働力というようなお話も

ありましたので、ここのページですね。１段

目の林業振興指導費というところが2,000万

程度の減額になっているというところでござ

いますが、そのすぐ下、いろいろな事業がこ

れもぶら下がっておりまして、労働力に関し

ては、その２段目見ていただくと、ここは前

年度よりも多くというようなことになってお

ります。 

 85ページを見ていただきますと、これもぶ

ら下がった事業でございますけれども、この

木材関係の事業になっております。ここが

3,700万ほど前年度に比べて下がっていると

いうところで、トータルとして2,000万ぐら

い下がっているというようなことなんですけ

れども、この木材のところでは、木材関係の

事業が、２月補正でもこちらが想定してたよ

りも手が挙がらなかったというような事業も

ございましたので、そこの分を減額したとい

うことも踏まえまして、今回、当初予算を組

む場合に前年度よりも一部減額になったとい

うような事情がございます。 

 林業振興課からは以上です。 

 

○亀田英雄委員 説明ありがとうございまし

た。 

 イグサのほうは、地元のほうは、もう大変

疲弊しとるというのがもう現実です。やめる

ような人も大変多くなってきておりますし、

日本の文化ですので、補助金もですが、あと

高く売れるような仕組みですね。そのような

仕組みづくりというものにも一考を案じてい

ただければなというふうな要望をいたしたい

というふうに思います。 
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 あと、むらづくり課なんですけれども、い

つも質問しまして大変申し訳ないんですけれ

ども、担当課のほうにはしっかり頑張ってい

ただいているという認識はあるんですが、地

域に人が住みやすくなる、住み続けたいとい

う環境を、そこで醸成していただきたいとい

うような気持ちですので、しっかり地域に人

が住み続けるという環境をつくっていただき

たいなというふうに思います。 

 あと、林業のほうなんですけれども、昨日

の熊日のコラム、読みなったですか。(｢は

い」と呼ぶ者あり)その中で、過去10年間の

成長産業は林業だということでございますの

で、そのようなことも含めて、ぜひ熊本県か

らこのような発信がもっとできればなという

思いですので、しっかり頑張っていただけれ

ばなというふうに思います。 

 以上です。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

 

○岩中伸司委員 27ページですかね。 

 これは、一般質問でも私はやったんです

が、有機農業を熊本県はそれなりに頑張っ

て、全国的には優位な形ですけれども、今回

新しく有機農業生産拡大加速化事業というこ

とで、国庫支出金も含めて900万、金額は小

さいんですけれども、先ほど説明はいただい

たんですけれども、もう少し具体的に。 

 現在、私は、有機農業というのは難しいな

というふうな思いでいるのは、生産者がなか

なか収益が上がっていかないんじゃないかと

いう心配をしているんですけれども、その辺

の現状なんかもちょっと聞かしていただけれ

ばと思います。 

 

○上村農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 有機農業についての御質問でございます。 

 27ページの有機農業生産拡大加速化事業に

つきましては、今委員の御指摘があったよう

に、有機農業をしようと思っても、なかなか

進めづらいところがある。その中の一つとし

ては、やはり指導者がこれまでの観光農業的

なところでの指導はしっかりやってきてます

けれども、有機農業になってきますと、やっ

ぱりいろんな技術力とか、環境の状況とか、

土壌の状況とか、そういったことまで加味し

ながらやっていって、観光レベルまでの収量

は得れなくても、経営が安定するような収

量、品質が取れる方法はどんなのがあるのか

といったことを指導できるような、そういっ

た指導者を育成していきたいなというのが１

つ、それから、いろいろな相談があったとき

の相談窓口になるような、そういった場面を

つくっていきたいというのがこの事業の中の

主な取組でございます。 

 ただ、当然、この事業の中だけではなかな

か進みません。一番大きいのは、やっぱりイ

ンセンティブが何なのかという話になりまし

て、国のほうでは、有機農業に取り組む場合

に、環境保全直接支払交付金がございますけ

れども、その交付金の中で有機農業に取り組

もうとした者に対しては、10アール当たり１

万2,000円の交付が行われます。以前は8,000

円だったんですけれども、これが今年度、近

年では１万2,000円。どうも来年度は、これ

が１万4,000円まで上がるみたいです。 

 ですので、そういったインセンティブがあ

るのと、あと、今観光農業の栽培をやってま

すけれども、それを有機農業に変えたいとお

っしゃる方については、別途１年間、１作分

だけですけれども、２万円の交付が出るよう

なやり方もあります。有機に転換するという

やり方ですけれども。 

 そういったことで、農家さんが取り組むと

きに、新たなやっぱり機械を入れなくちゃい

けない。例えば、除草が、今まで除草剤だっ

たのを除草機に変えるとか、いろいろ手法の

中でお金やコストがかかる部分もあったりし
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ますので、それから、ちょっと収量が落ちる

とか、そういったところもありますので、そ

こを少し埋め合わせるようなインセンティブ

はあります。 

 ただ、それでもなかなか、売れなければい

けませんので、今県として考えてますのが、

農協とかにどかっと出して売れればいいんで

すけれども、なかなかそういう場面がないの

で、皆さん、有機農業の方々、個々に売って

らっしゃるような場面がございます。それ

を、ちょっとハブみたいなところをつくっ

て、ここに出せば、ある程度そこから量販店

とかに出していけるような、そういった流通

の仕組み、その辺も今やろうということで取

り組んでございます。 

 やはり安心して出荷できて、しかも生産者

からもある程度高く買っていただくような、

そういった取組をしていくんですけれども、

その中で、これが有機なんだよ、これが熊本

県の環境に優しい農業のやり方をやっている

商品なんだよということを言うために、じゃ

あどうしたらいいのかということなんですけ

れども、そこには一つやっぱりマークが必要

じゃないかなということで、昨年度からです

かね、くまモンに「地球にやさしい」という

フレーズが入ったやつとか、「くまもとグリ

ーン農業」というフレーズが入ったくまモン

が麦わら帽子をかぶった、そういったマーク

をつけることでやっておりますので、そうい

ったマークをつけていただきながら、環境に

優しい農業を目指している農家さんたちにつ

いて、消費者が、ああ、これがそういう商品

なんだというものを手に取ってもらって、少

しでも――高くてもそういったものがやっぱ

り必要、農業場面では必要だということを認

識していただくような取組を行っているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

 

○岩中伸司委員 ありがとうございました。 

 今課長おっしゃったとおりに、そういう大

変な事業に思うんですけれども、一番は、お

っしゃった、消費者がどういう認識でいるの

かということだと思うんですね。やっぱり有

機農業で育てた生産物がどんなにやっぱり我

々の体にとって安全、安心なのかということ

の認識が、一般的には、もう今は特に物価が

上がってるので、もう安いもの安いものを求

めていく消費者が圧倒的に多くなるというの

は、ある意味では経済的に仕方がない部分も

あるんですけれども、もっとやっぱり認識を

深めるようなそういう環境をぜひつくってい

っていただきたいし、私たちもその意味では

頑張っていかなければいけないと。 

 私も、１反ばかり借りて有機農業でやって

いまして、少しプロになっているかなという

そんな感じですけれども、今後ともよろしく

お願いしときます。 

 

○吉田孝平委員長 要望でよろしいですか

ね。 

 

○岩中伸司委員 はい、要望です。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。

――よろしいですかね。 

 なければ、以上で質疑を終了いたします。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第36号、第45号、第46号、第

75号及び第76号について、一括して採決した

いと思いますが、御異議ありませんか。 

   (｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第36号外４件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

   (｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第36号外４件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
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 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

   (｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申出が３件あっておりま

す。 

 まず、報告について、執行部の説明を求め

た後、質疑を受けたいと思います。 

 それでは、順次報告をお願いします。 

 

○藤由農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 報告資料の①をお願いいたします。 

 農、林、水の各基本計画の改定につきまし

て御報告させていただきます。 

 こちらの昨年12月に作成されました県の基

本方針に基づきまして、農林水産部では、食

のみやこ熊本県の創造による稼げる農林畜水

産業への取組に注力することとしておりま

す。 

 今回、農、林、水の３部門における各基本

計画も改定時期となっておりますので、現行

計画の成果とともに、新しい計画案の概要を

御説明申し上げます。 

 Ａ３資料の１ページを御覧ください。 

 ここでは、現行の各基本計画の主な成果に

ついて整理しております。 

 左側の取組方針欄、上段の農業では、１と

しまして、時代の変化に対応した稼げる「く

まもと農業」の確立、それから、２、中山間

地域等における魅力と活力あふれる持続可能

な農村づくりを大きな柱としまして、施策を

推進してまいりました。 

 その右のほうになりますが、主な成果欄に

つきまして、スマート農業の技術開発や普

及、魅力ある農畜産物の生産力強化などの進

捗を記載しております。 

 また、成果の欄の一番下のところにありま

す中山間農業のモデルとなる地域も増加して

おります。 

 次に、中段になりますが、林業につきまし

て、森林資源の持続的な利用による稼げる林

業の実現、林業を支える“山の人財”づくり

などに取り組みまして、右側にございます

が、成果としましては、スマート林業を導入

した事業体、それからＪＡＳ製材品出荷量が

増加しております。 

 一番下になりますが、水産業に関しまして

は、水産業を支える人づくり、水産資源の持

続的利用と水産基盤づくりなどに取り組みま

して、右側になります、こちらの成果の例え

ば２項目めのＩＣＴ自動給餌システムの導入

拡大による省力、安定生産等が図られており

ます。 

 このような形で、農林水産各分野につきま

して、多くの成果が得られた一方で、なかな

かちょっと難しいところが、成果の欄の農業

では上から４番目、４項目めになります。そ

して、林業では上から２項目め、水産では１

項目めにございます担い手の確保、育成につ

きまして、これが共通して非常に厳しい結果

となっております。 

 この担い手の確保、育成に関しましては、

次の新しい計画案で、特に重要な事項として

位置づけまして、取組を強化してまいりたい

と考えております。 

 それでは、２ページをお願いいたします。 

 令和９年度までの４年間の各分野における

次の次期基本計画案の概要構成について御説

明申し上げます。 

 資料の上段の左側にございます、これまで

の取組と成果につきましては、今し方御説明

いたしました主な成果を取りまとめたものに

なっております。 

 その隣、真ん中の情勢の変化等に関しまし
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ては、国の食料・農業・農村基本法の改正で

すとか、県の新しい基本方針の策定に加えま

して、半導体企業進出、それから４年連続の

赤潮被害の発生、こういった生産環境の変化

などを例示しております。 

 このような情勢の変化を踏まえまして、そ

の右側にまとめております課題を整理しまし

て、次の基本計画につきましては、３つの計

画全てにおきまして、真ん中、ピンクで書い

ておりますが、食のみやこ熊本県の創造を大

きなテーマとして掲げております。 

 こちらは、説明欄にございますとおり、豊

かな自然や食文化を生かし、親元就農をはじ

めとする担い手の確保、育成、高付加価値化

を目指した生産から販売に至るまでの過程の

磨き上げ、商工や観光業との連携などの取組

を進め、稼げる農林畜水産業を実現するとい

うこととしております。 

 そして、３つの各基本計画における食のみ

やこに関連する主要な取組に関しましては、

同じくピンク色で薄く色をつけております全

ての計画に関わってくるということになって

おりまして、そのうち、特に重要な担い手確

保、育成の項目につきましては、全ての計画

で上位項目というふうに位置づけておりま

す。 

 水産のみに関しましては、その前に赤潮対

策をしっかりやっていくということで、さら

に上位に置いているということになっており

ます。 

 各計画を簡単に御説明いたしますと、オレ

ンジ色で書いておりますこちらは、熊本の食

料・農業・農村基本計画につきましては、食

のみやこ熊本県の創造に向けた稼げる農畜産

業の実現に向けて、大きな２つの柱を設けま

して、６つの施策で整理をしております。 

 国の基本法の改正も踏まえまして、食料の

安全保障に関係する本県の取組をトピックと

して下のほうに書いております。 

 その右側になりますけれども、右側の森

林・林業・木材産業基本計画におきまして

は、持続可能な森林経営と新しい価値の創造

を目指しまして、５つの施策を整理するとと

もに、緑の流域治水についてトピックとして

記載しております。 

 その下になります青い色での水産基本計画

では、海洋環境の変化やリスクに強い「くま

もとの水産業」の実現としまして、４つの施

策を整理しております。緊急の課題として、

頻発する赤潮への対応に取り組むこととして

おります。 

 次に、資料の一番下の左側になりますが、

今回の主要な指標案を記載しております。 

 特に、担い手確保、育成、それから高付加

価値化の指標の達成に向けて、各種施策に取

り組んでまいりたいと思っております。 

 それから、一番右側になりますが、改定ま

でのスケジュールを記載しております。 

 今後、パブリックコメントを実施させてい

ただきました上で、６月の改定を予定してお

ります。 

 この各基本計画の詳細な本体につきまして

は、パブリックコメントの前に委員の皆様に

送らせていただきたいと思っております。 

 農林水産政策課は以上でございます。 

 

○野入農村計画課長 農村計画課でございま

す。 

 報告資料②の営農継続に向けた取組につい

て御報告いたします。 

 １ページをお願いします。 

 上段枠囲みですが、菊池管内の農地転用面

積は239ヘクタール、関係農家は、これまで

に56ヘクタールの代替農地を確保されていま

す。 

 昨年12月から、菊池管内の畜産農家470戸

に農地確保や営農意向に係る調査を実施して

おります。 

 その中で、飼料作農地の減少が144ヘクタ

ール、農地が減少または影響を受ける見込み
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の農家で、旧大津牧場跡地を活用した代替農

地での作付希望が、８戸、49ヘクタールあり

ました。 

 左側Ⅰの農地確保対策のマッチング支援で

は、今後、地域計画の情報を踏まえた取組を

進めてまいります。 

 農地整備支援では、県がモデル的に基盤整

備に取り組むとともに、代替農地となり得る

林地を含めた候補地の広域的な調査にも取り

組んでまいります。 

 右側Ⅱの畜産農家の営農継続対策では、実

態意向調査の結果を基に、営農継続に向けた

全体構想を策定し、本年５月の政府提案を予

定しております。 

 次に、３ページをお願いします。 

 ３ページの(1)ですけれども、作付希望を

された農家の方からは、さらなる企業進出な

どを踏まえ、これまでに影響を受けた面積以

上の農地を確保したい、また、まとまった面

積の農地が欲しいなどの御意見がありまし

た。 

 (2)では、希望されない農家からは、距離

が遠い、影響を受けていないなどの御意見を

いただいております。 

 ４ページをお願いします。 

 ５の旧大津牧場跡地での造成可能面積です

が、牧場跡地面積は約26ヘクタール、そのう

ち、既にソーラーパネルの設置や急傾斜の区

域、また、既に耕作されている３名の耕作面

積を除きますと、基盤整備により新たに作付

可能となる面積は、最大で5.6ヘクタールの

見込みです。 

 ６のスケジュールですが、関係機関及び作

付希望農家との詳細な調整を踏まえた事業着

手、牧場跡地周辺の林地などを含めた基盤整

備の可能性調査及び所有者との調整、菊池管

内及び周辺６市町村を対象とした広域的な候

補地調査、これらを計画的に進めてまいりま

す。 

 農村計画課は以上です。 

 

○安武畜産課長 畜産課でございます。 

 ５ページをお願いします。 

 畜産営農継続に向けた実態意向調査の中間

報告でございます。 

 今回の報告は、令和７年１月28日時点で集

計し、取りまとめた内容です。 

 調査対象は、菊池管内の肉用牛、酪農、全

畜産農家470戸を対象としました。 

 方法は、郵送、ウェブを基本に、影響の大

きいと思われる農家49戸に対しては、戸別訪

問し、聞き取り調査を行いました。 

 調査項目は、現在の経営の概要として、飼

養頭数、後継者の有無、自給飼料及び家畜排

せつ物の処理状況、また、半導体関連企業進

出の影響として、農地の減少面積、原因とそ

の対策、交通量増加の影響及び課題、さらに

は、経営の状況とともに、将来の意向とし

て、飼料確保の見通しとか、あと家畜排せつ

物処理の方向性等について調査を行っており

ます。 

 ６ページからは、調査によって明らかにな

った結果を掲載しています。 

 左のグラフは、農地減少による課題とし

て、左の白の棒グラフが現在直面している課

題、右の青の棒グラフが将来想定される課題

を表しています。 

 飼料の確保が、現在、将来とも最も多くな

った結果となっておりますが、企業進出や住

宅の増加、混住化により、堆肥や液状のふん

尿混合物であるスラリーの散布先の確保や臭

気対策といった畜産環境に対する課題が大き

く増加した結果となりました。 

 右のグラフは、今後の経営規模の意向にな

ります。 

 全体的に、維持との回答が一番多くありま

した。縮小、廃業の意向を持つ農家もある一

方で、規模拡大したいという回答をした農家

も一定数ありました。 

 今後は、経営規模を拡大、維持したい農家
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が、どのような課題を抱えているのかを詳細

に分析した上で、対策を検討してまいりま

す。 

 ７ページをお願いします。 

 農地が減少する中、今後、家畜排せつ物処

理を行う上で、実施を希望する対応方法とし

て最も多かったのは、個別対応での堆肥舎の

増設及び補改修を望む意見が多くありまし

た。 

 一方で、共同利用では、堆肥センターが稼

働している菊池市、合志市では既存施設の活

用、改修を望む声があり、大津町では新規建

設を望む意見がありました。 

 このような結果から、畜産農家の家畜排せ

つ物処理の実態や既存施設の有無といった立

地条件を考慮し、個別対応と共同利用施設の

活用による２段階での対策を検討する必要が

あると考えています。 

 畜産課は以上でございます。 

 

○紙屋担い手支援課長 担い手支援課でござ

います。 

 ③の新規就農者の状況について報告させて

いただきます。 

 資料を開いていただきまして、１ページを

お願いいたします。 

 今回の調査期間は、令和５年５月から令和

６年の４月までの１年間でございますが、こ

の間の新規就農者の数は376人と、前期に比

べて26人減少しております。 

 内訳を就農形態別に見ますと、自ら営農す

る新規自営就農者では、新規学卒就農やＵタ

ーン就農といった親元就農者が減少し、非農

家出身の新規参入者は微増、前年比17人減の

203人となっております。一方、法人等の新

規雇用就農者数は、９人減少し、173人とな

りました。 

 今回、学卒者の減や雇用就農者が減少した

理由として、要因としましては、コロナ明け

で景気が上向きとなり、求人率が上昇してい

る状況から、他産業との人材獲得の競合や資

材価格高騰等により、雇用を控える経営体が

増えているのではないかと分析をしていると

ころです。 

 下のページ、年齢別の状況では、20代の就

農者が140人と最も多く、10代から30代まで

が全体の約７割を占めております。 

 年齢別に就農形態を見ますと、新規学卒就

農者及び新規雇用就農者は20代で多く、Ｕタ

ーン就農者、新規参入就農者は30代で多くな

っております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 地域別の状況です。 

 地域別では、菊池地域が75人と最も多く、

次いで、阿蘇、熊本、八代と続いている状況

でございます。 

 下のページ、営農類型別では、施設野菜

が、Ｕターン、新規参入など、新規自営就農

を中心に116人と、全体の約３割を占めてい

ます。次いで、畜産が新規雇用就農を中心に

88人となっております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 新規自営就農者の定着率、定着状況ですけ

れども、表の右側の赤枠に、今回の調査をし

た就農５年目までの離農率を記載しておりま

す。離農率は、計の欄のとおり、3.8％と、

前年同様低い水準を保っており、一定の定着

が図られております。 

 新規就農者の概要は以上でございます。 

 下のページについては、本県における来年

度の当初の新規就農者確保に向けた取組を示

している状況でございます。 

 今後とも、新規就農者対策にしっかり取り

組んでまいります。御指導よろしくお願いい

たします。 

 説明は以上で終わります。 

 

○吉田孝平委員長 以上で執行部の報告が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 
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質疑はございませんか。 

 

○前川收委員 さっきちょっと話をしたとこ

ろでありますが、資料の②番の営農継続に向

けた取組の中で、１ページに、これまでに関

係農家は約56ヘクタールの代替農地を確保し

たと。うち、県市町によるマッチングが4.8

ヘクタールということでありました。 

 以前から、県の報告では、マッチング事業

によっては4.8ヘクタールが使っていただく

代替農地として確保できているという話を伺

っておりましたが、私の生活感、地域で同じ

地元ですから、そんな少ないはずはないなと

いうのをずっと思ってましたら、やっぱりそ

の約10倍を、地元の人たちが、自分たちの営

農、自分たちの仕事でありますから、ちゃん

と民民で確保しながら、これだけ56という数

字を――うち、4.8は県市町村のマッチング

ですけれども、確保してきていただいている

という、この現状をやっぱり重く受け止める

べきだと思ってまして、やっぱり自分たちの

生活の中にある情報力というのは、県や行政

が持っているものとはちょっと質の違う情報

力であると思います。 

 先ほどの、この調査の畜産の話の中でも出

てますが、将来廃業を希望するということ

も、彼らの情報の中にはもう織り込んである

んですね。正式な話じゃなくても、どうもそ

ろそろやめらすばいて、あそこの畑は空くら

しい、田んぼは空くらしいという話もありま

すので、ぜひ、この民民による代替農地の確

保について、しっかり政策課題に取り上げ

て、これは行政がやるんじゃないから、民民

だから知らないじゃなくて、しっかりそれを

後押しできる方法を考えてほしいと思いま

す。 

 先ほど言いました軽微な農道であったり、

進入路であったりとか、あと、あぜを取った

りとかいう、そういったこともそうでありま

すけれども、それがやりやすい環境をしっか

りつくっていけば、今まで、その力を借りな

くても50ヘクタール以上の代替農地をつくっ

てきたわけですね。民間の人たち、民民で。

それをしっかり後押しすることをやっていた

だければとてもありがたいし、それがうまく

いけば、もっとこの代替農地の確保というの

は進むというふうに思いますので、その点に

ついて、ひとつお願いしたいと思います。 

 それから、③番の自営農家の定着率につい

てでありますが、新規就農者の状況につい

て、５ページですね。 

 この表を見れば、５年間で1,200人の就農

があって、3.8％、46人が離農なさった。非

常に定着率が私は高いというふうに評価をし

ております。これまでの取組の成果とは思い

ますが、しかし、どだい、分母になる就農者

数が1,200人というのが、若干物足りないと

いう感じはしておりますが、一つの指標とし

て、この資料には全国の状況が見えてなく

て、全国的な平均と比べれば、熊本がどうな

のかというものを出してもらうと、非常にそ

の取組の比較ができるというふうに思います

が、もしあれば口頭で教えていただきたいと

思います。 

 以上です。 

 

○野入農村計画課長 農地確保対策のほうで

ございますけれども、こちらは、私どもマッ

チングやっている中で、対象が今まで耕作放

棄地を対象にやってましたというところ、委

員御指摘のとおり、農家の方それぞれのネッ

トワークの中で確保をやってらっしゃると。 

 私どもも、今後ですけれども、今、３月ま

でに各市町村で地域計画をおつくりになられ

てるんですが、その地域計画の中で、今後の

将来目標地図という部分で、規模を縮小され

る、または、ちょっと廃業を考えていると、

そういうような部分が地図上に見えてきます

ので、ここら辺を私どもも活用させていただ

いて、マッチングのほうをまた進化させてい
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きたいと思ってます。また、加えて、先ほど

ありました基盤整備のほうも後押しができる

ように整理をしていきたいと思っています。 

 以上でございます。 

 

○紙屋担い手支援課長 新規就農者の定着も

含めまして、全国の数字ということでござい

ます。 

 新規就農者の数の推移につきましては、実

は県の調査の期間と少しずれがございまし

て、現在直近で出ておりますのが、Ｒ５年の

２月からＲ６年１月という数字が出ておりま

す。新規就農者の取扱いについては、積み上

げではなくて国のほうが計算をしております

ので、全く一緒とは言えないんですけれど

も、実際に、前年度から次の期に向けて、減

少率で言うと、新規就農者の数が５％減と、

熊本県が６％減という状況でございますの

で、ほぼ同じような状況にあるのかなという

ふうな認識でございます。一方で、定着率の

部分については、実は全国の情報がございま

せん。 

 ただ、一方で、定着率につきましては、ほ

かの産業分野でいきますと、これは、過去３

年間、３年目までの定着率等々で、ほかの産

業分野でいきますと、離職率がやはり２割ほ

どあるという状況を、こちらとしては比較対

象としてさせていただいておりまして、それ

に対しまして、３％、４％で何とかとどめて

いるという状況があるというふうに認識をし

ております。 

 以上でございます。 

 

○前川收委員 前段の部分は、どうぞよろし

くお願いしたいと思います。 

 それから、今お話をいただきました新規就

農者の話でありますが、できれば、全国平均

を、それは県に言っても仕方ないかもしれま

せんけれども、全国的な統計を取りながらや

らないと、政策効果が見えにくいというんで

すかね。どういう政策を取ったら、一番その

効果が出るのかということも、それぞれの県

でもやっぱり見えにくいんだろうなと思いま

すので、できれば国のほうにも全国的な統計

を出してもらって、そういう要望を出してい

ただいて、なおかつ、その上で熊本県の現状

を比較していけば、足らざる部分や優れてい

る部分というのが見えてくるというふうに思

います。評価してますけれども、何と比べて

評価するのかというのが比べようがないもん

ですから。 

 しかし、一般の職業の離職率からすれば、

新規就農者は３％台、４％ぐらいで収まって

いるというのは非常に高いということだと思

いますが、これから、親元就農を含めて新規

就農者がいなければ、産業として成り立たな

くなるというのが農業の現状でありますし、

食料・農業・農村基本法の中にも、今度はっ

きりと食料の安全保障という定義が入れられ

ましたが、安全保障をやっていくためには、

作る人がいなければ安全保障なんかできやし

ないわけでありますから、そういったことも

しっかり調べてもらえればと思います。 

 以上です。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

 

○緒方勇二委員 新規就農者の件ですけれど

も、この定着率の話ですね。 

 これは、６年目以降の数字がまさにちょっ

と大変なんじゃないかなというふうに考えて

ます。3.8％、他の産業にしても、３年以内

の離職率は非常に高うございますけれど、６

年目以降が、これが本当のところだろうと思

いますので、その辺がもし分かれば、そこに

きちんとサポートしてあげないと駄目なんだ

ろうと思います。 

 それから、その前のページの、非常に新規

で入られる方が畜産も多いし、施設野菜にも

多いですね。稲作。耕畜連携の部分でいく
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と、将来的に非常にひずみが出るんじゃない

かなと思ったりもするんですね。その心配が

これで見えるんですけれども、先ほど簡易畜

舎事業のことを言いましたけれども、若い人

が、削蹄師、そういうのに飛び込んで、それ

から畜産に入る人、結構いるんですよね。こ

ういう担い手は非常に大切にしていかないか

ぬし、若い人たちのネットワークで削蹄師で

自前でしてて、それから親方のところで修行

して畜舎を簡易畜舎事業でしたい。だけれ

ど、簡易畜舎整備事業が、たしかもうなくな

ったんでしょう。そういう話を聞いておりま

すが、何かその辺のことも含め、６年目以降

へのしっかりとした支援をしとかないと、５

年目までの定着率は非常に高うございますけ

れど、その辺のことがちょっと何かあれば教

えてください。 

 

○紙屋担い手支援課長 御指摘ありがとうご

ざいます。 

 ６年目以降の就農の状況については、これ

は、実は実態調査と併せて就農の調査を追っ

かけてやってるんですけれども、正直言いま

すと、６年目以降の方々までは手が及んでい

ないという状況でございます。今後検討させ

ていただきたいと思います。 

 一方で、やはり御指摘のとおり、就農の時

期がだんだんだんだん過ぎて、経営がどんど

ん進んでいきますと、やはり就農の状況から

すると、離農、もしくは、例えば独立自営か

ら雇用に移られたり、逆に雇用就農から独立

されたり、いろんな形態の変化があっている

というふうに伺っております。そういったと

ころも含めて、今後分析をしていきたいと思

いますし、もう１点、営農類型別のお話、お

っしゃられるとおり、施設園芸や畜産はたく

さんいるけれども、稲作の部分の就農という

のは少ないという御指摘でございます。 

 これは、一つ構造的な課題がございまし

て、御承知のとおり、稲作というのは土地利

用型、土地利用型ということは、土地の多く

を、ある程度一回経営を回していくためには

確保しなければならない。確保するために

は、新規就農、新規参入の方、多くの面積を

一遍に土地を借りるというのは非常に難しい

というハードルがございます。ですので、実

際のところ、この稲作に入られている方々

は、ある意味、複合経営もしくは親の経営が

ベースにあって稲作もやっていただいてい

る、そういった方々が入られている。 

 今後、地域営農組織等の後継者も含めて、

若い方に稲作分野に入っていただきたいとい

うふうには認識しておりますので、引き続き

取組を進めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○吉田孝平委員長 よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 

○斎藤陽子委員 先ほどの前川委員の食の安

全という視点から、私もちょっと一つ心配事

がありまして、①番の計画の中なんですけれ

ども、最初の次年度の計画のところで、食の

みやこ熊本の部分。農畜産物の高付加価値化

の③番、地産地消になるのか分かりませんけ

れども、最近、給食の納品をする業者さん

が、価格高騰ですとか、いろんな農産物が何

か取れないと、暑さとかでメニューどおりの

物がなかなか納品ができないということも聞

いております。プラス、もうやめようかな

と、価格が合わないので、ちょっとできない

ということで、納める業者さんが本当に厳し

くなってきているという声を聞いてます。 

 それに合わせて、無償化の話等もあるかと

思うんですけれども、ぜひ、そういったとこ

ろは、教育委員会もしくは市町村の話になる

かもしれませんけれども、農業という視点で

も、ぜひ関わりを持っていただきたいという

ふうに思っています。 

 そういったところで連携等をされて、そう
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いう課題等にも今取り組んでいただけてるの

かも含めて、ちょっと御意見を聞きたいなと

思いました。 

 

○林田流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 学校での地産地消につきましては、今委員

おっしゃられましたとおり、主は教育委員会

のほうでやられてますけれども、同時に連携

して私どもでも取り組んでおります。子供た

ちを対象とした地産地消の啓発イベントなど

は、そういったことで幼少期からの地産地消

あたりも進めているところです。 

 教育部署と連携しました取組としまして

は、学校給食会も含めて、学校給食会と教育

委員会と農林水産部で連携を取りまして、県

産食材を利用した加工品開発、こういったも

のも進めておりまして、地産地消というのも

進めているところです。 

 具体的には、八代のトマト、こういったも

のを活用しまして、学校給食会が、トマトの

加工品でありますパンとか、あとはゼリー、

こういったものを作りまして、学校へ納品す

るというような取組も進めているところでご

ざいまして、これからも連携しながら――ち

ょっと価格の面は、こちらのほうではどうし

ようもないのかもしれませんけれども、極力

連携しながら、学校給食に力を入れていきた

いというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○藤由農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 給食との連携は、今林田課長が申し上げた

とおりでございます。 

 価格形成に関しまして、食料の安全保障と

いう視点で、今ちょうど国のほうで関連法案

の改正が閣議決定をされて、今衆議院で議論

されているという状況でございます。 

 その中では、基本的には売手と買手がしっ

かりコストを意識して売買をやっていくと。

それに対して、国もしっかり監視をしていく

というような内容になっております。その意

味で、その買手の意識というのは非常に大事

でございます。この辺りの意識啓発につきま

しては、県としてもしっかり取り組んでまい

りたいと思っているところではございます

が、当然、そういった公的な買手になる、そ

こについては、当然、そのコストを意識した

購入というのが必要になってこようかと思っ

ておりますので、今林田課長からもありまし

たが、教育委員会ともそこはしっかり連携を

取りながら進めていきたいというふうに思っ

ております。 

 以上でございます。 

 

○斎藤陽子委員 ありがとうございます。 

 菊池地域は、子供がちょっと増えていると

いう現状もありまして、大津町で言います

と、給食だけで１日5,000食の食材を集めな

ければいけないというところになってます。

例えば、夏にタマネギを何百キロと集めると

いうのは、１日当たりでも相当なことです。

あと、企業が集積してまして、企業の食堂も

大変増えているんですよね。 

 そういった意味で、昼だけの食材でも相当

な食材を集めなければいけないという状況に

なってますので、ぜひ、そういったところ

も、できれば地域の食材で回していければい

いのかなというふうに思いますので、引き続

きよろしくお願いしたいと思います。ありが

とうございます。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

   (｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 なければ、以上で質疑を

終了いたします。 

 ここで私のほうから、12月定例会の委員会

において、取りまとめを御一任いただきまし

た令和６年度農林水産常任委員会における取
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組の成果について、お手元に配付のとおり案

を作成しましたので、御説明します。 

 この常任委員会における取組の成果は、今

年度の当委員会の審議の中で、委員から提起

された様々な課題や要望等の中から、執行部

の取組が具体的に進んだ主な項目を取り上

げ、３月に県議会のホームページで公表する

ものです。 

 項目の選定等について、前田副委員長や執

行部とで協議し、当委員会としては７項目の

取組を上げた案を作成いたしました。 

 もちろん、ここに記載の項目以外の提案さ

れた課題や要望等についても、執行部で調

査、検討等を続けておられますが、ここに上

げた項目は、具体的な取組が進んだものなど

代表的なものを選定しております。 

 それでは、この案につきまして何か御意見

等はございませんでしょうか。よろしいです

か。 

   (「はい」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 それでは、この案でホー

ムページへ掲載したいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 なお、掲載までに、簡易な文言の修正、時

点修正等があった場合は、委員長に一任いた

だきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 それでは、そのようにさ

せていただきます。 

 最後に、その他で委員から何かございませ

んか。 

 なければ、以上で本日の議題は全て終了い

たしました。 

 それでは、これをもちまして第６回農林水

産常任委員会を閉会いたします。 

  午後０時23分閉会 

――――――――――――――― 

○吉田孝平委員長 本委員会の執行部のほう

で、本年３月末をもって役職定年される方が

３名いらっしゃいます。 

 それぞれ一言ずつ御挨拶をいただければと

思っておりますが、委員の皆様、よろしいで

しょうか。 

    (「はい、お願いします」と呼ぶ者あ 

り) 

○吉田孝平委員長 それでは、一人ずつ、一

言ずつで結構でございますので、よろしくお

願いいたします。 

   (中尾森林局長、渡辺水産局長、大和森

    林保全課長の順に退任挨拶) 

○吉田孝平委員長 お疲れさまでございまし

た。 

 なお、今年度最後の委員会でございますの

で、一言御挨拶を申し上げます。 

 この１年間、前田副委員長はじめ委員の皆

様方の御協力をいただきながら、委員会の活

動を進めてまいりましたが、各委員におかれ

ましては、県政の抱える重要な諸問題につき

まして、熱心な御審議を賜り、誠にありがと

うございました。 

 また、千田部長をはじめ執行部の皆様にお

かれましても、委員会においては、常に丁寧

な説明と御答弁をいただきまして、心から御

礼を申し上げます。 

 先ほど御挨拶いただきましたが、この３月

をもって勇退される方におかれましては、長

い間県政の発展のために御尽力いただきまし

たこと、心から敬意と感謝を申し上げたいと

いうふうに思います。御勇退後も県民の一人

としてお力添えをいただきますように、よろ

しくお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、委員各位並びに執行

部の皆様の今後のますますの御健勝と御活躍

を御祈念申し上げまして、御挨拶に代えさせ

ていただきます。 

 大変お世話になりました。ありがとうござ

いました。（拍手） 

 次に、前田副委員長からも一言御挨拶をお

願いします。 
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○前田敬介副委員長 御挨拶を申し上げま

す。 

 この１年間、吉田委員長の下で委員会の運

営に努めさせていただき、委員の皆様には、

御指導、御鞭撻本当にありがとうございまし

た。そして、執行部におかれましても、真摯

に対応していただき、本当にありがとうござ

いました。 

 皆様には、この委員会で議論されましたこ

とを踏まえ、本県農林水産業を支えるべく各

施策に一層推進、御尽力いただき、さらに熊

本が発展していきますよう心から祈念申し上

げまして、お礼の御挨拶とさせていただきま

す。 

 本当にありがとうございました。（拍手） 

 

○吉田孝平委員長 以上で終了いたします。

  午後０時31分 
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